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野
蝶
籍
馨

懇

臓
"鷲
難

雛

慮嚢

勧酔雛

難

理
論
上

の
評
価

ξ

い
て
も
・
そ
れ
が
妾

義

の
基
歪

係
る
賜

を
含

ん
で
い
る
噸

に
、
通
常
、
緊
急
権
或

い
は
国
家
緊
急
権
と

い
う
テ
↓

の
下

に
・

こ
れ
ま
で
墜

に
論

じ
ら
れ
て
き

た
こ
と

は
周
知

の
通

り
で
あ

る
。

と
こ
ろ
で
・

こ
の
論
議

の
さ

い
・
常

に
引
合

に
出

さ
れ

る
例

に
ワ
イ

了

ル
憲
蒙

あ
る
.

ワ
イ

マ
ル

憲
法

は
、
周
知

の
よ
う

星

誕
後
僅

か

一
三
年
余

に
し
て
肇

さ
れ

る
こ
と

緩

っ
た
が
、

そ
の
間
も
、
数
年

の
安
定
期

を
除
き
不
断

に
発
生

し
た
政
治
的

.
経
済
的

危
機
の
た
め
・
大
統
領
零

羅

法
憲

叢

正
法
律
お
よ
び
憲
法
改
正
議
馨

の
様
々
な
方
法
に
よ
り
頻
繁
に
侵
犯
お
よ
び
停
止
さ

れ

た
・
そ
し

て
・

こ
れ
ら

の
憲
覆

犯
お
よ
び
停
止

は
、
当
時

の
学
説

で
は
憲
法
肇

と
称

せ
ら
れ
、
そ

の
法
的
評
価

を
め
ぐ

っ
て
活
発

な
論
豪

展
嬰

れ

た
が
・

こ
の
論
議

は
、
事

の
性
篁

、

ワ
イ

了

ル
憲
法

の
運
命

に
様

々
な
意
味

で
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
す

こ

と

に
な

っ
た

の
で
あ
る
・

こ
の
小
論

は
じ

ば

し
ば
引
盒

出
さ
れ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
必
ず

し
も
明

ら
か

に
さ
れ

て
い
る
と
は
い
.兄

な
い
こ
の
ワ
イ

ア

ル
建

下

の
憲
法
鑛

ξ

い
て
、
そ

の
概
念

の
生
成
と
展
開
を
考
察
す

る
こ
と
に
よ
り
、
先

の
基
本
問
題

の
検
討

に
幾

分

か
で
も
資

す

る

こ
と

を
目

的

と
す

る
も

の
で
あ

る
。

↑)鱈欝
灘

劉蕪

　響
欝

懇

懸

鞍
脚轄

第

一
章

憲
法
破
殿
概
念

の
成
立

本
稿

の
考
察
対
象
で
あ

る
撲

鑛

の
概
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常
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権
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イ
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憲
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め
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耀
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鞍
ゲ雛
籟

一
の
政
治
勢
力
と
し
て
革
命

の
毒

権
塞

ね
ら
れ
る
こ
と
に
な

つ(混
.

し
か
し
、
同
党

は
、
既

に
帝
制
下

に
お
い
て
著

し
く
改
良
主
義

的
色
彩
を
蓉

乏

い
萱

し
か
も
篁

次
大
戦
の
発
生
と
と
も
霜

需

衛
を
唱
え
由冗
全
に
体
制
内
約
存
在
と
化
し
、
さ
ら
に
、
革



命
発
生
璽

削
の

天

空

。
月

二
八
日
、
講
和
条

約
難

の
た
め
い
わ
ば
上

か
ら
行
な
わ
れ
た
議
院

内
閣
制

の
採
用

で
満
足
し
て
い
た
た

め
、
革
命
発
生
当
時

は
、
社
会
霧

革
命

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
帝
制
廃
止
を
す
ら
欲

し
て
は
い
奈

っ
た

の
で
あ
漿

し
か
し
・
革
命

の

波

は
、

こ
の
よ
う
な
社
食

主
党
主
流
派
を
乗
り
越
え

て
進
行
す
る
こ
と
に
な

っ
た
.
戦
時
下

に
お

い
て
四
年
余

の
耐
乏
生
活
を
強

い
ら

れ
て
き
た
国
昊

衆

睾

和
と
パ
ソ
と
畠

を
求

め
る
現
状
変
革

の

エ
ネ

ル
ず

は
、

=

月

三
日

の
水
兵
叛
乱
を
機

に

一
挙

に

噴

出
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鵬
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》馨
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鷲

藩
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鰍醗

雛

。

会
塁

党
主
流
派

は
、
国
癸

衆
が
労
兵
協
馨

独
裁

お
よ
び
社
会
化

の
即
時
実
施
を
養

す
る
独
立
社
会
民
主
差

派

お
よ
び

ス
パ

ル

麗

タ
ク
ス
団

(ω
冨
算
帥
ざ

ω
・しご
§

血
)
の
讐

に
移
行
す
る
.」
と
を
防
ぐ

た
め
、
帝
制
廃
止

に
踏

み
切

る

と

と

も

に
憲

蒲

定
国
民
議
会

喫

輻
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舞
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能
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召
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よ
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主
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に
よ
る
打
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吹
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す
さ
棄
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嵐
の
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で
蟹

の
穰

に
頻
し
て
い
た
帝
制
下
の
支
配
蓼

力
・
と
り
わ
け
軍
部
、

舳

屡

、
独
占
資
本
、
お
ま

。フ
ル
ジ

ョ
ア
諸
政
党
が
、

こ
の
よ
う
な
社
食

主
党
主
流
派

の
態
度

の
中

に
強
力
な
味
方

を
見
出

し
た

の
は

嘲

当
然

の
、」
と
で
あ
り
、
革
命
発
生
後
直

ち
に
こ
れ
ら
蓼

力
と
社
食

主
党

と
の
間

に
努

な
協
力
関
係
が
形
成
さ
れ
る

こ

と

に

な

っ

惣
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に
回
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こ
と
塞

本
的
な
内
容

と
す
る
協
定
が
難

さ
れ
・
三

に
・
社
民
系
労
働
組
合
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ら
中
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薩

贋

帝
製
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官
僚
、
独
占
資
歪
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た
る
広
汎
な
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包
摂
し
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奎

華
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す
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天
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一

ツ
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い
反
政
府
運
動
箒

製

部
を
主
体
と
す
る
政
府
軍
に
よ
っ
て
制
圧
さ
れ
、

簸
・蟻

籍
軽
隷
讐

簾

棚羅

聾
.握

矯
鑑

縫

の
藩

に
よ
っ
垂

み
出
さ
れ
た
ワ
イ
了

ル
憲
法
に
蒙

的
畏

映
す
る
こ
と
に
な
り
、
.〕
の
箪

ワ
イ
マ
ル

憲
法
は
、

=

月
革

命
の
積
極
的
側
面
笛

来
す
る
民
主
義

的
篠

向
と
と
も
に
、
消
極
的
側
面
笛

来
す
る
非
民
圭

義
的
な
傾
向
を
も
同
時
に
も
つ
.〕

と
に
な

っ
た
・
次
髪

察
す
る
公
選
大
統
領
制
お
よ
び
大
統
領
の
非
籍

幕

こ
そ
後
護

属
す
る
袋

的
な
例
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た

の

で
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る
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の
沿
革
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家
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雑

誌

六

四
巻

五

・
六

号

七

六

頁

以

下

を

参

照

さ

れ

た

い
。
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5
)

篠

原

一
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前

掲

書

、

一
四

一
頁

以

下
。

(
6
)

民
主
党

は
、

革
ム叩
発

生
覆

の

天

笙

耳

五

日
、

社

会
主
義

的
労
響

に
対
抗
す

る

こ
と
音

的

と
し

て
創
警

れ

た
政
党

で
・

択

護

垂

薪

準

藤

顯

黎

舳
藩

勤
け
鞍

ア
を
社
会
的
基
盤
-
す
る
(参
照
、
山
口
{疋
「ワ
ー

比齢

」〕難
職驚

　　　鵬講
藤
騨

麟

鍵

{樹

(
9

)

篠

原

湘
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前

掲

書

、

八

七

頁

。
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が
得
肇
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七
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九
%

姦

得

し
て
篁

党

の
地
位

を
占

め
た
。

選
挙
結

果

は
次

の
通

り

で
あ
る
・

政

党

名

独

立

社

会

民

主

党

(こ
の
℃
O
)
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会

民

主

党
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匂
)

門民
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O
萄
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央

党
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O
「}酔
「
=
「=
)

人

民

党

(
O
<
勺
)
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党

(
「)Z
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℃
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議

席
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票
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な
お
人

民
党

(
じ
舞

陰

.
≦

ξ

三

.
一)

は
、

天

年

三

月

に
創

設
さ

れ
、

肇

集

家

お

よ
び
中
産
階
層

を
社
会

的
蓋

と
す

.⇔
政

党

で
あ

る
・

当
初

は
帝

制
復
帰

を
駕

す

る
が
、

後

ワ
イ

了

ル
憲
法
肯

定

の

山立
場

に
変
化

し
て

い
く
。

ま
た
、

国
家

人
民
党

(U
。
`
一・,
。
7

曇

。
琶

。
≦

冨

置

①
一)

は
、

天

年

二

月

二
四
日
、

帝

制
復
帰

を
綱
領

に
掲
げ

全

て

の
保
守

的
右
器

力

の
結
集
を

目
的
と
し

て
創

設

さ
れ

た
政
党

で
あ

り
、

ユ
ソ
マ

、
産

業
資
本
家
、

高
級
官
僚
、

41
産
階
髪

社
会
的
基
盤

と
す

る
。

(
U
)

晃

年

月

か
畠

月

に
か
け

て

の
ゼ
ネ

・
ス
差

含

む
反
政
府

運
動

の
展
開

に

つ
い
て
は
、

篠

原

.

.
監剛
掲
書
、

三

七
葺

下
、

A

.
ロ

ー

ゼ

ン

ベ

ル
ク

・
前

掲

訳

書

、

六

二
頁

以

下

。

8(110)

二

公
選
大
統
領
制

国
民
議
会
は
・

二
月

六
日
・
反
政
府
運
動

の
吹
き
す
さ
ぶ
首
都
ベ

ル
リ

ソ
を
避
け
て
、
ゲ

↓

ア
.
と

了

で
名
高

い
中
部
ギ

ッ
の
文

化

の
都

ワ
イ

了

ル
に
召
集
さ
れ

た
。
国
民
藝

は
、

二
月

二
四
日
か
ら
憲
法
制
定

の
作
業
を
開
始

し
、
三

つ
の
読
会
と
憲

法

委

員

会

(く
。
門霧

藷

ー

..ω.
霧

ω)
で
の
霰

を
経

て
、
七
月
三

百

・

二
六
二
対

七
五
と

い
う
圧
倒
的
多
数

で
新
憲
法
を
採
択

し
た
.

製

さ
れ
た
地

に
因

ん
で
通
常

ワ
イ

了

ル
憲
法
と
称

さ
れ
る
こ
の
憲
法

は
、
先
述

し
た
蓼

の
協
定
を
蒙

的

に
反
映
し
て
生
存
権
的
基
本

携
離
齢論
難
鑓
箪
論
娠礁
ゼ膿
繍
誌
戦
鞭
矯
鯵
範編
即諜
繍

を

ス
▽

ガ
ソ
と
し
て
召
集

さ
れ

た
国
民
議
会

で
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
強
力
な
公
癸

統
領
制
が
採
用
さ
れ
る

こ
と

に
な

っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
・

そ

の
原
因

は
・

い
う
ま
で
も
な
く
複
雑

で
あ

る
が
、

;

・
で
い
え
ぽ
、
立
憲
君
主
制

の
経
験

笛

来
す

る
伝
統
的
感
覚

(君

主
制
的
感
覚
と
馨

支
配
に
対
す
る
消
禽

意
識
)

と
当
時

の
状

況

か
星

じ

た
政

治
的

必

覆

(と
り
わ
け
移

兀
的
に
分
裂
し
激
し
く
対
山.
す

る
蓼

力
を
統
禽

る
強
力
な
元
首
の
必
覆

)
と

の
蓉

か
ら
生
み
出

さ
れ
た
鵬

)と

い
-

こ
と
が

で
き
る
.
以
下

本
稿

の
目
的
と

の

関

連

か
ら
前

者

(伝
統
的
感
覚
)

に

つ
い
て
簡
単

に
検

討

し

て
お
く

こ
と

に
し

た

い
。

 強
力
な
公
癸

犠

制
成
立

の
精
神
的
蓋

と
な

っ
た

の
は
、
伝
統
的
な
君
主
制
的
感
覚

で
あ

っ
た
.
革
命
発
生
直
後

の
幕

ヴ

,
ル
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ヘ
ル
ム
ニ
世

の
退
位
と
す

フ
ソ
ダ

へ
の
亡
命
、
そ
れ

に
つ
づ
く

=

月

九
日
の
社
食

主
党

シ
ャ

イ
デ

マ
ソ

(宰

.
㏄
。
ぎ
乙
8
志
言

)
に
よ

る
共
和
制

の
寡

口
に
よ

っ
て
君
主
制

は
崩
壊
し
た
。

し
か
し
、
国
民
藝

に
参
集

し
た
議
員

の
間

に
は
・

=

月
革
命

の
籍

を
反
映
し

て
、
至

制

へ
の
郷
禁

強

く
残
存
す

る
こ
と

に
な

っ
た
.
勿
論
、
革
命

と

い
巖

然
ξ

夷

を
前

に
し
て
・
君
主
制

(帝
制
覆

帰
論

自
体

は
国
家
人
民
党
な
ど
の
右
翼

フ
ル
ジ

ョ
ァ
政
党

か
ら
控
旨

に
主
警

れ
た
に
す
ぎ
な
か

つ(4た
)・
し
か

し
・
当
時

の
穰

的
状
況
を

克
服
す
る
た
め

蒔

譜

せ
よ
君
主
制
を
採
用

で
き

な
い
こ
と
を
惜

し
む
意
見
は
、
社
会
民
主
党
議
員
を
含

め
た
多
数

の
発
薯

に
よ

っ

て
表
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

.」
の
.」
と

は
、
君
主
制

か
ら
共
和
制

へ
の
変
革

を
生
ぜ

し
め
た

=

墨

命
が
・
前
述

し
た
よ
う

に
・
そ
も

そ
も
社
会
民
主
党
主
流
派
を
も
含

め
た
国
民
議
会
議
員

の
大
多
数

の
意
志

に
反
す

る
も

の
で
あ

っ
た
こ

と
か
ら
す
れ
ば
・
当
然

の
こ
と
で

あ

っ
た
と

い
、兄
よ
う
。

そ
し
て
、

こ
の
国
民
議
会
全
体

に
強
く
漂

っ
て
い
た
至

制
的
感
覚
は
、
大
統
領

の
中

に
皇
帝

の
代
替
物

を
求

め

る
雰
囲
気

を
醸
成
し
、
そ

の
こ
と

に
よ
り
、
努

な
公
癸

統
領
制
を
成
立

芒

め
る
肇

籍

神
的
基
盤

を
形
成
す
る
こ
と
に
な

っ
た

の

で
あ

る
。

し
か
し
、
強
力
な
公
癸

統
領
制

の
成
立

に
釈

蘂

な
役
割
を
果
し
た

の
は
、
議
会
支
配

に
対
す

る
嚢

制
定
蓮

の
消
極
的
意
識

で
あ

っ
た
。

.」
の
消
極
的
藏

の
内
容

は
、
複
雑
多
様

で
あ
り
、

た
と
え
ば
、

伝
統
的
な
慧

国
姦

に
由
来
す

る
政
党

(
蔑

社
会
の

特
殊
利
益
)
に
よ
る
国
家
支
配

に
対
す

る
嫌
悪
、

あ
る

い
は
議
会

の
統
治
能
力
や
指
響

選
出
能
力

ξ

い
て
の
不
安
や
懸
念
・

さ
ら
に

は
社
会
主
護

党
が
国
会

で
多
数

を
占
め
て
い
る
こ
と

に
対

す
る
ブ

ル
ジ

ョ
ア
護

党

の
不
安
な
ど
、
墜

で
あ

っ
た
が
・

い
ず
れ
に
せ

よ
、
憲
法
制
定
者
接

糞

支
配

に
対
す
る

こ
の
よ
う
な
消
極
的
意
識
か
ら
、
糞

制
民
圭

義

の
採
用
が

ス

〒

ガ
ソ
と
さ
れ
て
い
た

に
も

か
か
わ
ら
ず
、
議
会

(
国
会
)

に
対
す

る
制
御
機
関

と
し
て
強
力
な
公
選
大
統
領
制

の
創
設
奏

求
す

る
こ
と

に
な

っ
た

の

で

あ

る
.
次

に
紹
介
す
る
民
主
党

ア
.フ
一フ
葦

〆
ぴ
貯
-。
譲

員

の
国
民
議
会

で
の
発
言

は
、

以
上

の
よ
う
な
国
民
馨

の
傾
向

を
明
瞭

に
示
す
も

の
で
あ

っ
た
。
類
似

の
奪

口
は
、
民
主
党
な
ど
ブ

ル
ジ

ョ
ア
政
党
所
属

の
議
員

か
ら
多
数
表
明
さ
れ
奈

・
袋

的
な
例
と
し
て
ア
プ

ラ

(1Z1)
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ス
議
員

の
発
言

を
紹

介

し

て

お
く

こ
と

に
す

る
。

「
我

々
は
国
民
主
権

(く
。
涛
。。
ω
3

<
。
感

三
感

榊
)
と

い
う
民
主
主
義
的

理
念

の
基

礎

の
上

に
立

っ
て

い
る
。
…

・国
民

の
み
が
主
権
者

で
あ

る
。

…
…

し

か
し
・
国
民

は
機
関
を
通
し
て
権
力
を
行
使
す
る
。
憲
法

の
構
造

に
よ
れ
ば
、
国
民
主
権

の
理
念
を
最
も
強
く
体
現
し
て
い
る
機
関
は
国
会
で
あ
る
。

…

私

は
議
院
内
閣

制

(番

箪

一帥
ヨ
Φ
三

蕩

。
9

閑
・
αq
ぎ

昌
『-
ω
・・
団
ω
雪

)
を
強
く
支
持

す

る
。

し

か
し
、
あ

ら
ゆ

る
人
間

の
制
度

は
、
並

存
す

る

強
力

な
制
御
権
力

(
閉
。
葺

島

塞

ε

に
よ

っ
轟

力
欲

が
強
制
的

に
抑
制

さ
れ

る
よ
う

に
配
慮

さ
れ
な
か

っ
た
り
、

或

い
は
、

そ

の
よ
う
な
制

羅

力

の
抑
制
力

が
弱

ま

っ
た
り
す

る
と
き
、
危

険

を
秘

め
て

い
る

こ
と

は
明

ら
か

で
あ

る
。

だ

か
ら
我

々
は
、
制
御

機
関

〉
」
し
て

の
大
統
領

を
馨

の
か
た
わ
ら
に
創
設
す
る
こ
と
が
絶
対

に
必
要
で
あ
る
と

こ
れ
ま
で
し
ぼ
し
ぽ
主
張
し
て
き
た
。
我

々
は
全
能
の
議
会
を
欲
し
な

い
。
制
御

の
任
務
は

大

統
領

に
あ

る
.
大

統
領

は
国

民

か
ら
選
出

豊
契

蜜

し
て
国
会

に
対

す

る
対
雲

。
。
に
。
コ
・q
。
毛
一。
ゴ
p
)
を
形
成
す

る
.

..…

我

々
菌

会

に
対
す

る
強
力
な
対
重
を
形
成
す

る
大
統
領
を
も

つ
こ
と
を
望
む
。」

10(112)

こ

の
よ
う

に
、

ワ
イ

マ
ー

ル
憲

法

の
大
統

領

制

は
、

議
会

支

配

を
抑
制

し

よ

う
と
す

る
憲
法

制

定
者

達

の
強

い
要
求

に
支

え
ら

れ

て
、

ヘ

ヘ

へ

国
会

に
対
す

る
制
御
機
関

と
し
て
成
立
す

る
こ
と
に
な
る
が
、

こ
の
制
御
機
関

た
る
地
位

か
ら
大
統
領

の
公
選
制
が
基
礎
づ
け
ら
れ

る
こ

と

に
な

っ
た
の
で
あ
る
・
後
述
す

る
よ
う

に
、
大
統
領
制

を
創
設
す
る

こ
と
自
体

に
対
す

る
反
対

は
、
国
家
人
民
党

の

一
部

を
別

と
す
れ

へ

リ

へ

ば
・
独
立
社
会
民
主
党

お
よ
び
社
会
民
主
党

の

一
部

か
ら
主
張
さ
れ

た
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
大
統
領
公
選
制

に
対

し
て
は
、
そ

れ
が
大
統
領

の
地
位
を
た
か
め
、
し
た
が

っ
て
相
対
的

に
国
会

の
地
隻

低
下

さ
せ
る
可
能
性

を
も

つ
が
整

、
社
会
民
主
党
か
ら
強

鑑

対
が
出
さ
れ
る

こ
と

に
な

つ
麗

こ
の
よ
う
な
反
芝

対
し
て
、

憲
法
草
案
を
起
草

し
た
内
務
大
臣
民
主
党

の
ζ

イ

三

=
・
勺
.。
・
・.
)

は
・

議

会

(
国
会
)
と

大

統

領

の
対

等

性

か

ら

大

統

領

の

公

選

制

を

主

張

し

た

の

で

あ

る

。

プ

ロ
イ

ス

は

ま
ず

、

ド

イ

ッ

の
統

治

制

度

と

し

て

は
民

主

主

義

と

結

合

し

た

議

院

内

閣

制

(
プ

・
イ

ス
は

こ
の
よ
う
な
議
院

内
閣
制
を
議
会

制
民
主
主
義

(
鴇

.
一p。
ヨ
。
旨
酢帥
一凶抑
。
ゴ
。

コ
。
∋
。
貯
.
節
二
。
)

と
称
す
る
)
叢

も
ふ
さ
セ

い
と
主
張

し
た
馳

レ
ズ

・
プ

(銘

・
彗

)
の
饒

内
閣
制
払珊
を
巧
み

に
援
用

し
て
、「
真

正
な
磯

 内
閣
制
」
(①
。
耳
窮

㌻

ユ
魯
∋
9

蜜
牙
ヨ
滋
の)
の
下

で

は
議
会

と
対

等

な
機

関

(大
統
領
)
が

存

在

し
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
こ
と
を
主
張

す

る
。
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そ

し
て
、
そ

の
対
簑

地
位
姦

得
す
る
た
め

に
は
、
全

て
の
政
治
努

が
国
民
意
思

笛

来
す

る
糞

制
民
圭

義

の
下
で
は
・
大
統

領

は
議
会
と
同
様

に
直
欝

民
か
邊

出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
圭

張

し
て
大
統
領
公
選
制
塞

礎

っ
け
た

の
で
あ

導

プ

。
イ

ス
の
.」
の
よ
う
突

語

公
選
制

の
主
張

に
は
、
ヴ

、
去

よ

ン
;

量

)
の
大
統
領
公
選
(弊

強

影

響
を
及
ぼ
し
た
と

考

え

ら

れ
る
が
、

い
ず
れ

に
せ
よ
、

ワ
イ

マ
ル

憲
蒙

定

め
る

覚

塁

的

な
大
整

公
選
制

(第
四

秦

)

は
・

以
上
の
よ
う
な
糞

支
配

に
対
す

る
憲
法
制
定
者
達

の
消
極
的
藏

か
星

み
出
さ
れ
た

の
で
あ

り
、
決

し
て
民
圭

藷

な
理
念

か
星

み
出
さ
れ
た
も

の
で
は

な

か

っ
た
の
で
あ

る
.

に
も

か
か
わ
ら
ず
、

M、
の
大
統
領
公
蕎

は
、
そ
れ
奢

す

裏

見
的

な
塁

主
藷

正
統
性

の
故

に
・
後
述
す

る
カ
ー

ル

.
シ

、
、、、
ッ
ト

憲

馨

人
論

に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
後

に
笑

統
領

の
地
位

と
震

を
強
化
す
る
イ
デ
オ

。
ギ

み

轟

な

論
拠

と
し
て
機
能
す

る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
非
常
措
置
権
、
国
会
解
散
権

と
と
も

に
後

に
大
統
領
独
裁

の
重
要

な
法
的
手
段
と
な

っ
た
大
統
領

の
組
閣
権
も
ま
た
・

こ
の

議

会
支

配

に
対

す

る
消
極

的

意
識

か
ら

生

み
出

さ
れ

る

こ
と

に
な

っ
た
.

ワ
イ

ア

ル
憲

蔭

、

組
閣

に

つ
い
て
・

芳

で
森

領

に
組

閣

権

を
与

、兄
る

(第
五
三
条
)
と

と

も

に
、

他
方

で
国

会

の
信
任

を

内
閣

の
在

畢

件

と

す

る

(等

四
条
)
と

い
う
馨

的

な
制
度

を
定

め
た
.

そ

の
理
崖

、
起

薯

.フ
・
イ

ス
優

れ
ば

、

内
閣

を

二

つ
の
最

高

国
家
機

関

た

る
国
会

と
大
統

領

を
仲

介

す

る

「
遊

動

す

る
連

結
機

関

」

(σ
。
蓄

讐

畠
窃

盟
星

£

箒

匹

(13
)

)
と
す

る

.」
と

に
ょ
り
、

ア

メ
劣

的

な

二
元
制

(量

妻

の
量

の
誓

ヨ
)
を
排

除

す

る

こ
と

に
あ

る
、
と
説

明

鷺
、れ

奈

、

い
ず

れ

に
し

て
も
、

内
閣

が

国
会

に
よ

っ
て
形

成

さ
れ

る

か
、

そ
れ

と

も
大
統

領

に
よ

っ
て
形
成

さ

れ

る

あ

ヘ

ヘ

カ

と

し
う
こ
と

は
議
院
内
閣

の
本
質

に
か
か
わ
る

こ
と
で
あ
り
、
そ

の
意
味

で
大
統
領

の
組
閣
禁

ど

の
よ
う
な
も

の
と
し
て
轟

さ
れ
て
い
た
か
は
、
.フ
。
イ

ス
の
い
う
議
院
内
閣

、
さ
ら
に
は
議
会
制
民
主
主
義

の
内
容

を
明

ら
か

に
す

る
上
で
蘂

な
意
味
を
も

つ

と

い
、蓉

.

こ
の
占
ξ

い
て
.フ
・
イ

ス
は
、
ま
ず
、
薩

内
閣
制

の
本
質
を
、
内
閣
が
在
職

し
う
る
た
め
に
は
国
会

の
僅

を
琴

る

♪
で

つ
占
州
条

め
る
と
キ
輔も

に
、
多
様

な
専
門
的
政
治
的
考
慮
を
要
す

る
組
閣

に
歯

会

よ
り
も
政
治
的
叢

豊

か
な
大
統
領

の
方
が
よ

喋 】 (113)
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り
適

し

て

い
る
と

い
蓮

由

か

ら
、

大
統

領

の
鶴

権

を
、

指
薯

欝

(閃
ロ
一、.
。
・唾

、・,。
一、p
ε

を
発

揮

す

べ
き

大
統

領

の
最

も
垂

な
自

立
的

職
務

と

し

て
特
徴

づ

け

る

こ
と

に
よ
り
、
実

質

的

な
権
限

と

し
た

の
で
あ

っ
た
。

大
統
領

の
組
閣
権

の
以
上

の
よ
う
な
理
解

か
ら
す
れ
ぽ
、

い
う
と

こ
ろ
の
議
院

内
閣
制
と
は
、
正
に
革
命
発
生
直
前

の

天

年

δ

月

の
憲
法
改

正
に
よ

っ
て
採
用
さ
れ

た
議
院

内
閣
制

11
皇
帝
が
内
閣
を
任
命

し
、

そ
の
内
閣

は
国
会

の
信
任
を
在
職
要
件

と
す
る
議
院
内
閣

制

に
ほ
か
な
ら
な
か

つ
(癖

こ
の
こ
と

は
、
大
統
領

の
霧

ξ

い
て
の
プ

・
イ

ス
の
説
明
を
見

る
と
き

一
層
明
瞭

と
な
る
。
憲
法
委
員

会

で

の
審

議

に
お

い
て
、

社

会
民

主
党

フ

ィ

ヅ
シ

ャ
ー

(閃
一㏄0
7
霞
)
議

員

が
、

大
統

領

の
強

い
地
位

を
懸

念

し

て
、

国
会

に
対

す

る
抑

制

力

は
国
民

投
票

制

や
労

働
者

評

議
会

(ト〆
同σ
O
μ再O
畦『笛
ドO
)

制

の
採

用

に
よ
り
既

に
+

分
存

在

し
て

い
る

等

の

理
由

か

ら
大

統

領

不
要
論

を

主
張

し
た

の
に
対

論
解

プ

。
イ
ス
は
、
国
会

の
抑
制
と

い
う
こ
と
は
大
統
領

の
馨

の

ら

に
す
ぎ
ず
、
彼

の
最
も
重
要
な
霧

は
、
憲

法

の
中

の
確
固

た
る
中

心

(号

α・
9
彦

・
ψ
N
・9
三
∋
)
善

止
点

(暮

・
巳
三

、色

を
形
成
す
る

こ
と

に
あ
る
、
と
主
張

し
た
の
で
あ

菊

か
く
し
て
・

ワ
イ

了

ル
憲
法

の
大
統
領

は
、
プ

・
イ

議

想

に
お

い
て
は
、
国
会

に
対
す
る
対
等
な
地
位
を
整

て
統
治
制
度
全

体

の
忠

に
倍

つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

旧
帝
制
下

の
皇
帝

の
像

に
罐

く
接
近
す
る
こ
と
に
な

っ
た
.
ζ

イ

ス
の
い
う
議
院
内

閣
制
或

い
譲

会
制
民
圭

義
と

は
、

正

に

暑

主
な
き
ド
イ

ッ
立
憲
君
主
制
」

(
グ
ル
ム
)

に
ほ
か
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で
・

こ

の
よ
う
な
大

統

領

の
像

は
、
前

述

し
た

よ
う

に
、
君

主

制

へ
の
強

い
郷

愁

を

抱

い
て

い
た
国
民
議

会

議
員

の
眼

に

は
、

今

は
亡
き
皇
帝

の
像

と
二
重
写
と

な

っ
て
映
じ
、
そ
こ
か
ら
生
ず

る
非
合
理
的
感
情
が
逆

に
大
統
領

の
地
位
を
皇
帝

の
地
位

に
接
近

せ

し
め
る
よ
う

に
作
用
し
た
で
あ

ろ
う

こ
と

は
推
測

に
難
く
な

い
。
社
会
主
護

党

の
陣
営

か
ら
公
選
大
統
領
制

に
対
す
る
強

い
批
判
が
出

さ
れ

た

の

は
・

国
民

議
会

の
こ

の
よ
う

な
雰
囲

気

の
中

に
君

主
制

(帝
制
)

復

活

の
危

険

を
見

た
か
ら

に
ほ

か
な

ら

な

い
。

こ
の
よ
う
な

批
判

は
・
例
え
ば
前
述

し
た
社
食

主
党
贅

の
国
会

に
よ
る
大
統
璽

出

の
主
張
や

フ
ィ
ッ
シ
ャ
畿

員

の
大
統
領
不
要
論

の
ほ
か
、

独
立
社
食

主
党

〒

ソ

(6
量

贅

の
統
領
制

(署

ζ
・
書

)

の
主
張

の
中

に
も
見

る
こ
と
が

で
き
る
.

コ
↓

は
、
憲
法
草
案

12(X14)
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が
定

め
る
大

統

領
制

は
革

命

前

の
旧
き
伝

統

に
よ

っ
て
強

く

影
響

さ
れ

て
お

り
、
共

和

制
的

君

主
制

(器
ε

σ
以
ζ

三
。。o
訂

諸
0
8

門
∩
三
。
)

を
導

入

し
よ
う

と
す

る
も

の
で
あ

る

こ
と
、

そ

し
て
、

こ

の
よ
う

な
制

度

は
、

フ
ラ

ソ

ス
や

ア

メ
リ

カ

の
よ
う

に
民
主

的
文

化

と
伝
統

を

も

た
な

い
ド

イ

ツ
で

は
君

主
制
復

活

の
危

険

を
も

つ
と
批
判

し
、

一
人

制
大
統

領

に
代

っ
て

ス
イ

ス
を

モ
デ

ル
と

し
実
質

的

に

は
嘗

て

の

人
民
委
員
政
府
の
継
続
を
意
味
す
る
五
人
か
ら
な
る
奮

製

主
張
し
た
の
で
あ

島

恥
し
か
し
・
こ
れ
ら
の
批
判
茎

体
と
し
て
少
数

に
と

ど

ま
り
、

大
統

領

に
対

し

て
オ
プ

テ

ィ
、ミ
ス
テ

ィ

ッ
ク
な
ま

で

の
信

頼

を

示

し

て

い
た
国
民
議

会

の
大

勢

を
変

え

る

こ
と

は

で
き

な

か

っ
た

の
で
あ

る
。

以
上
概
観

し
た
よ
・つ
に
、

ワ
イ

ア

ル
憲
法
史
上
重
要
な
役
割
藁

し
た
強
力
な
公
癸

統
領
制

は
、

=

月
革
命

の
性
格

を
鋭

く
反

映
し
て
、
ブ

ル
ジ

ョ
ア
政
党
を
中
心
と
す

る
憲
法
制
定
者
達

の
伝
統
的
な
君
主
制
的
感
覚
、
と
り
わ
け
議
会
支
配

に
対
す

る
消
極
的
簸

と

い
う
非
民
主
主
義
的
な
動
機

に
基
本
的

に
支
え
ら
れ
て
成
立
す

る
こ
と

に
な

っ
た
.

こ
の
結
果
、

ワ
イ

ア

ル
憲
法

の
統
治
制
度

は
・

憲
法

の
規
定
上

は
、
国
民

に
よ
り
直
接
選
出
さ
れ

る
国
会

と
大
統
領
と

い
う

二

つ
の
頂
点
を
も

つ
二
元
的
な
構
造
と
な
り
・

現
実

の
力
関

係

の
変
化

に
応

じ
て
、
純
粋
な
議
院
内
閣
制

に
も
、
逆

に
大
統
領
内
閣

に
も
な
り
う
る
可
能
性
を
も

つ
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ

る
。
そ
し

て
、
大
統
領

の
非
常
謹

獲

、
以
上

の
よ
・つ
な
国
民
糞

の
雰
囲
気

の
中

で
、

こ
の
よ

う
な
大
統
領
制

の
轟

な

↓
部
分
と
し
て
形
成

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ
た

。

(
-
)

ワ
イ

マ
↓

憲
法

の
統
治

制
度

の
概
観

に

つ
い
て
は
、

阿
部
照
哉

「
ワ
イ

7

ル
憲
法

下

の
統
治
馨

」

法
学
論
叢
第
ヒ

。

巻

六
号

δ

頁
以

下
、

山
田
晟

『
ド
イ

ツ
近
袋

法
史
』

昭

和
三
八
年
九

四
叢

下
、

清
宮

四
郎

「
ド

イ

ツ
憲
法

の
震

と
醤

」

『
国
家
作
用

の
理
ム珊
』

昭
和

四

三
年

三
四
三
頁
以

下
、

浅
井

清
信

『
独
逸
憲
法

原
論
』

昭
和

八
年

九
六
頁
以
下

を
参
照
さ
れ

た

い
。

(
2
)

〈
αq
H

図
・
∪

・
切
鑓

。
9

さ

∪
一。

》
島

α
誓

お

脅

「

芝

。
圃爵

「
6
「

幻
ε

昏

穿

ヨ

願
〉
島

二

(
ち
刈
一
)
-
鴇

誌

。。
-念

.

(
3
>

ワ
イ

マ
↓

憲
法

の
公
奨

統
領

制

の
成

立

に
関
す

る
研

究
と
し

て
は
、

小
林

照

三

『
ワ
イ

7

実

統
領

論
研
究
序
説
』

昭

和

三
九
象

あ

る
.

.旨
の
他
、

前
掲
阿
部

論
文
、

お

よ
び

同

「
独
逸

に
お
け

実

統
領

の
地
位
」

比
裳

研
究
第

二

号

三
吾

以
下

で
も
響

啓

楓
論
じ
ら
れ

(115)13



て

い

る
ぴ

な

お
単

以

下

の
叙

述

ば

主

と

し

て
小

林

昭

三

・
前

掲

書

と

質

O
一E
亭

じ
霧

℃
髪

ご
ヨ
〇
三

巳

一㏄
6
7
e

客
。
職

¢
戦
二
5
αQ
ω
㏄
嘱
巽
。
一嗣一

一コ

U
。
塞

。
三
㊤
巳

9

。
じ・
巨

§

コ
雪

巷

≒

§

閑
§

F

b。
・
〉
舞

ス

ま

9
γ

。。
.
§

隼

を
参
考

に
し

た
。

(
4
)

小

林

昭

三

・
前

掲

書

、

=

一
六
頁

。

(
5
)

同
.
O
ξ
葺

p・
.
p

O
二

ω
」

0
①
.

(
6
)

国
』

Φ
琴

。
。
』

舞

ω
。
g

密

鉱
。
邑

く
。
霧

塁

ぎ

σq
』

Ω
ふ

・
硫
』

¢
≒

旧
<
・q
=

り・
⊆

二
一H回
・
p
卜

。
-

㏄
』

刈
h
・

(
7
)

≦

言

Φ
『

。
Φ
ω
6
喜

三

。
悉

壽

暮

韓

ぎ

h
婁

き

・q
・
・。
・
〉
琶

・

(ま

軽
)
・。
・
・。
。
ρ

(
8
)

プ

。
イ

ス
は
、

天

年

=

旦

吾

、

人
民
委
員
政
府

養

〒

べ

乍

か
ら
憲
法
草
案

の
作

成
を
講

さ

れ
、
直

ち
に
ヴ

干

バ
奪

か

ら

な
る
非

公
式

の
委

員
会
を

設
置

し
て
そ

の
助
言

に
も

と
つ

い
て
草

案
を
作

成
、

草
案

は
翼

九
年

≡

月

二
・

日
(
国
民

馨

選
挙

の
翌

日
)
公

表

さ
れ
た
・

こ
の
プ

。
イ

ス
草
案

は
、

そ

の
後

の
審
議

を
通
じ

て
、

国

と
ラ

ン
老

の
権
限

配
分
等

に
つ
い
て
部
分
的

な
修
正
箋

け

た
が
、

統

治
制
度

の
基
本
構
造

に
関

し

て
は
ほ
ぼ
維
持

さ
れ

る

こ
と

に
な

っ
た

(
山

田
晟

.
前

掲
書
、

八

八
ー

九
頁
)
。

(
9
=

H
』

曇

・̀
噛
u
婁

の
。
耳

一誉

§

団
三

言

萱

§

=
αq
。
量

琴

コ

↓
亀

・・
翁

凌

。
冨

く
§

・・
㏄
=
コ
・・

く
。
昌
'
・。
し

餌
鵠
⊆
"
『

蓬

甲

ヨ

.

ω
3

讐

園

o
o
ゴ
樽

二
笥
Ω

閃
冨

葺

o
F

(
一
り
①
蒔
)
"
ω
GQ
.
ω
QQ
幽
1

・ω
QQ
刈
・

(
01
)

こ

の

「
真

正

な
議

院

内

閣

制

」

に
対

し

て
、

フ

ラ

ン

ス
に

お
け

る

よ
う

に

大

統

領

が
議

会

に

よ

っ
て

選

出

さ

れ
、

そ

の
結

果
議

会

に
従

属

す

Q

よ

う

な

議

院

内

閣

制

を

采

真

壬

譲

院

内

閣

制
L

(二
昌
o
o
葺

o
ω

℃
撃
「
置
巳
o
葺
訂

一一猛
階臼葦

砿
)

と
称

す

る

(
ぎ

峯
}
㏄
.
ω
㏄
↓
)
。

な

お
、

レ
ズ

。
プ

の

議

院

内

閣

制

論

に

つ

い
て

は
、

小

林

昭

三

・
前

掲

書

五

三

頁

以

下

参

照
。

(
11
)

一げ
こ

こ

ω
.
QQ
Q◎
刈
.

(
21
)

ヴ

ェ
ー
↑

の
大
統

領
公
選
論

の
内
容

お

よ
び
プ

・
イ

奪

に
対
す

る
影
響
、

趣。
ら

に
は
ナ
チ

ス
独
裁

と

の
関
連

藁

し
た
機
能
等

に
つ
い
て

は
・

小
林

昭

三
前
掲
書
、

九

五
頁

以
下
、

山

是

「
マ
ッ
亥

・
ウ

ェ
ー
バ
主

指
嚢

民

圭

義
」

思

想
四
七

二
号
四

五
頁

以
下
参
照
。

(
13

)

一
び
一焦
こ

ω
.

ω
○◎
S

(
41
)

窪

二

ω
G・
・
ω
。・
了

ω
。・
。・
蒙

お
、

プ

・
イ

ス

の
組

閣
権

に
関

す

る

こ

の

よ
う

鐘

解

は

、

民

主

党

の
み

な

ら

ず

人

民

党

、

国

家

人
民

党

な
ど

の

噂右

翼

ブ

ル
ジ

ョ

ア
政

党

に

よ

っ
て
も

全

面

的

に
支

持

さ

れ

た

(聞
・
O
貯

ヨ

一
鉾

P

O
二

ω
ω
・
一
①
Q。
ー

一
①
㊤
)
。

ま

た
、

社

会

民

主

党

の

ク

ワ

ル
ク

(
O
§

脚
)

議
員
も
基

本
的

に
支
持
す

る
が
、

同
時

に
そ

こ
に
潜
む
政
党

嫌
悪
感

を
、
大

工
業
や
大
企
業

の
希

望

に
従
う
も

の
と
し

て
批
判
す

る
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(
一げ
誌

二

ω
.
峯

曾

小
林

昭

三

・
前

掲

書

、

一
四

一
頁

)
。

　霧

緯

灘
籍

籔
睡
叢

叢

瞬鱗

潔

勧達

政
府

は
、
対
外
的
な
袋

お

よ
び
屡

に
対
す

る
制
御

力

の
必
要
性

と

い
愚

由

か
ら
大
統
領
制

を
棄

し
て

い
る
・

し
か
し
・
笙

の
点

に

つ

脚嚢
鋒

謬

羅

難

鯵
隔籔
匙
鰐
熱

鑑

娃

醐躯婆

顧縫

に
+

分
存
在

し
て
お
り
、

し

た
が

っ
て
制
御
力

と
し

て
の
大
穰

は
不
要

で
あ

る
.

次

に
、
大

統
領

と
内

閣
と

の
関
係

に

つ
い
て
見

る
と
・

大

統

禦

実
質

的

に
内
閣

に
優

位
す

る
場
A
、
と
、

逆

に
内
閣

が
実
権
華

握

し
、

こ
の
た

め
大
穰

が
崇

る
装
蕩

に
す
ぎ

な

く
な

っ
て
し
ま
う
場

合

が
考
、凡
ら
れ

る
.

し
か
し
、

前
者

は
、

ア
首

力

の
例

が
示
す

よ
£

、

藝

の
力

を
低
下
さ

せ
デ

モ
ク

ラ
シ
乏

反
す

る

の
み
な
ら
ず
危

険

で
す

ら
あ

る
.

ま

た
後

者
も
、

現
在

の
フ
一フ
ン
ス
大

統
領

の
例

が
示
す

よ
乏

危

険

で
あ

る
.

確

か

に
憲
法

に
よ

っ
美

統
領

の
権

力
を
制
限

で

き

る

と
は

い

っ
て
も
、
非
常

時

に
さ

い
し
て
大
統
領

は
決

定
的

覆

割

を
演

ず

る

こ
と

に
な
ろ
う
し
・

・}
れ

に
対

し
て
馨

は
努

と
な
る
か
ら

揮

趣

鍵

震
縫

騨懸

樗
纏
餐
鹸
誓

稲蛎

礎
鋒

瓠

決

定
す

る

の
は
首
相

で
あ

る
.

だ

と
す

る
と
、
大

統
領

鍍

治
的

に
螢

に
浮

い
た
高

然

の
存
在

と
な

る
・

以

上

の
点

か
ら
す
れ
ば
・
私
個

人

箆
し

て
は
、

大
統
領

の
制
度

は
、

国

の
安
定

し
た
発

展

の
た
め
に
は
必
薯

も

な
け
れ
量

ま
し

い
も

の
で
も

な

い
と
考
え

る
・

勿
論
・

現
嚢

力
党

は
大

統
領

が
必
要

で
あ

る
か
ど
-

か
と

い
-
占
{
に

つ
い
て
の
斐

を
決

定
し

て

い
な

い
.

し
か
し
・

大
統

領

の
髪

力

は
で
き

る
だ
け
小
さ

く
あ

る

べ
き

だ
と
す

る
占
加
に

つ
い
て
は

蚕

し
て

い
る
。

私

が
大
統
領

の
努

姦

位

に
対

し

て
抱

い
て

い
る
懸
念

は
・
革
命

を
脅

か
す
危
険

が

ま
だ
完
全

に
は
除
去

さ
れ

て

い
な
い

こ
と
、

そ
し

て
、

こ
の
農

は
我

が
国
民

の
中

に
共
和
嚢

的
精

神

が
差

券

に
侵

透

し

て
い
な

い
こ
と

聾
野

欝

鉾

繋

壷

一羅

.羅
　嬰
.擁　舞

蕪

羅

伽
15

血

…固
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(
71
)

こ
の
他
・

プ

。
イ

ス
は
面

会

繕

閣

に

つ
い
て
不
蕩

で
あ

り
そ
設

大
穰

が
必
婆

、
あ

る

こ
と
、

ま

た
、

ヒ

千
万

の
人

口
宅

ち
複
雑

⑯

姦

治
的
宗

教
的
対
妾

内
包
す

る
ド
イ

ッ
の
よ
泉

国
は
、

対
外

的

に
も
対
内

的

に
も

天

の
頂
占
讐

欠
.
、
.と

は

で
童

感
い
と
主
張
し

て

フ

紛

イ

ヅ

シ

ャ
ー

の
大

統

領

不

要

論

に
反

論

す

る

と

と

も

に
、

最

後

に
、

も

し

大

統

領

を

創

設

し

な

い

と
き

は
、

憲

法

を

革

命

や

ク

L

ア
タ

ー

の
危

険

ω

に
さ

ら

す

こ
と

に

な

る

と
述

ぺ

て
、

大

統

領

制

の
必

要

性

姦

調

し

た

の

で

あ

る

(<
Φ
「
ξ

巳
§

鴨

昌
・
>
5
一帥
鵬
①
コ

Z
『
・
ω
3

。。
の
・
・。
刈
T

b。
罫

)
。

(
81
)

男

。
喜

魯

P

P

の
」

つ・
ご

ま

た
、

フ

・
メ

は

プ

・
イ

藩

想

に
立

讐

主

制

と
議

院

内

閣

制

の
結

A
口
を

見

.⇔

(戸

ρ

「
『
。
∋
∋
。
、

鋤

.

"
●

O

二

つつ

・

bQ
刈

.
)
Q

(
91
)

た
だ

し
・

〒

ン
は
現
時
点

(
王

年
)

を
革

命

の
篁

段
階

の
終
了

と
規

定
し
、

そ
れ
故
、

最
終
的

釜

法

に
お
け

.⇔
統
治
製

ヒら

い
て

は
留
保
す

る

(ぎ

藝

。
喜

ぴq
Φ
P

>
づ
譲

魯

多

ω
箪

。。
.
・…

賄
・)
。

な
お
、

こ
れ

に
対

し

て
プ

・
イ

ス
は
、

こ

の
よ
う

に
複
数

か
ら

な
る

統
領
制

は
決
断
力
お
よ
び
活
動
能
力
の
低
下
を
生
じ
、
そ

の
結
果
、
救
世
主
と
し
て
ホ
ナ
パ

ル
ト
を
招
来
す
る
こ

と

に

な

る
、

と

反

論

す

る

(〈
o
笹
き

。
貯
づ
ケq
o
量

〉
巳
謎

窪

Z
『
・
ωヨ
しっ
.
卜。温
)
。

三

非

常

措
置

権

ワ
イ

マ
ー

ル
憲

法

の
運
命

に
様

々
な

意
味

で
重
要

な

役
割

を
果

し
た
大
統

領

の
非
常

措

置

権

も
、

国
民

議
会

の
以
上

の
よ
う

な
雰
囲

気

の
中

で
・

し
か
も
事

の
性

質

上
、

一

一
月
革

命

の
性

格

お
よ
び
当

時

の
政

治
状

況

に
鋭

く
規

定

さ

れ

て
成

立

す

る

こ
と

に

な

っ

た
。

以

下
・
非

常

措

置
権

の
成

立

に

つ

い
て
、

国
民

議
会

で

の
審

議

を
中

心

に
考

察
す

る

こ
と

に
し
よ

う
。

ま
ず
、
非
常
措
置
権
を
定

め
る
憲
法
第
四
八
条

を
紹
介

し
て
お
く

こ
と

に
す
る
。

同
条

は
、
国

璽

フ
ソ
ト
に
対
す

る
強
制
権

(力
舘

『
、

'。
負

。
さ

ユ
8

)

(
第

一
項
)

と
大

統

領

お

よ

び

ラ

ソ

ト
政

府

の
非

常

措

置

権

(
当
時

の
学
説

上

の
表
現

に
よ
れ
ば
、
独
裁
権

(
三
算

"
触
β
.
凋
。
毛
"
ε

)

(
第

二
項
以

下
)

と

い
う

内

容

上

異

質

な

二

つ

の
権

限

を

定

め

て

い

た
。

第
四
八
条

ラ
ソ
ト
が
国

の
憲
法
ま
た
は
法
建

よ

っ
て
課
せ
ら
れ
義

肇

履
行
し
な
い
〉
〕き
、
大
統
領
は
武
力
角

い
て
そ

の
霧

を
履
行
、、垂

る

こ
と

が

で
き

る
。
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犠
癖
糠
讃
雛
難
馨
諜
曝
碗奪
難
雛

会
懸

蕪

諜

鞭

駄

蕎

ら
れ
た
全
て
の
措
置
堕、
つ
い
て
、
大
統
領
は
、
遅
響

国
会
に
報
告
し
糞

ぱ
ー

・
罰

統
魏

舗

蕪

繋

ど
絡
フ
難

噂

そ
の
領
域
内
に
お
い
て
仮
に
第
二
項
}、
定
め
る
措
置
を
-
雲

か
で
ミ

こ
の
措
置
は
・
大

詳
細

は
国
の
法
律
が
こ
れ
を
定
め
る
。

呈

の
第
四
八
条
に
類
似
す
る
規
定
は
、
既
に
プ
・
イ
ス
蘂

の
中
答

ま
れ
て
い
奈

・
そ
の
後
の
憲
蓼

員
套

よ
び
総
会
で
の

羅

戴

基
本
権
停
止
規
定
の
追
加
な
ど
幾
っ
か
の
重
要
な
修
正
を
受
戦

最
終
的
に
以
上
の
よ
莚

で
成
立
す
る
こ
秦

置灘

勲
饗
鞭

纏

轍馨

鉾

鍵

雛

葬

陪跨
鯉

慕

贈鱗
醗
灘
蕪
藩
織
謎
藤
繋
離

ω

非
審

羅

の
成
立

に
作
用
し
た
茱

的
要
因
と
し
て
は
、
当
時

の
状
況

(烹

け
政
治
状
況
)
と
伝
統

(
天

七

↓
年
憲
法
F
の

1119)1?



撃

事
嚢

暴

N
誓

邑

制
度
の
存
奮

そ
の
運
用
の
経
験
な
ど
)

の
二

つ
の
要
因
を
鶉

す

る
こ
と
が

で
き

る
.

B

り幹
雛

携
唾
難

鯵

罧雛

懸

欝

薪
勲
卵薪
編

欝

㎜

プ
レ
の
急
播

進
行

に
よ
る
物
価

の
上
昇

と
賃
金

の
実
質
的
低
下

は
、
国
民
大
衆
、
と
り
わ
け
賃
金
労
働
者

星

活
薯

し
く
悪
化
さ
せ

る
こ
と
に
な

っ
た
・

こ
の
た
め
・
労
働
者

の
ス
ー
ラ
イ
キ
が
頻
発

し
、

し
か
も
こ
の
ス
ト
ラ
イ
蓮

動

は
、
辿削
述

し
た
よ
う

に
、
社
会
化

お
よ
び
軍
隊
改
革

の
粟

等

の
政
治
的

ス
ワ

ガ
ソ
と
蓉

す

る
こ
と
に
よ
り
急
蓬

政
治
化

し
、

.」
の
箪

、

一
九
些

月

か
ら
胃

に
か
け

て
・
ギ

ッ
全
土
は
激

し
い
反
政
府
覇

の
波

に
覆

わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た

の
で
あ
る
.

と
く

旨

都
ベ
ル
リ
ソ
で
は
、

百

の

灸

ル
多

三

揆
を
契
機

隻

パ
ル
多

ス
団

(
-
共
産
党
)

を
中

心
と
し
藪

し

い
反
政
府
覇

震

開

さ
れ
、

こ
の
た

め
、
畏

ル
ー

ル
地
方

を

馨

は
・
前
芒

た
よ
う

に
・
中
部
ギ

ッ
の
都
市

ワ
イ

了

ル
に
召
集
さ
れ
る
こ
と

に
な

っ
た
.

し
か
し
、

二
某

、

舞

ギ

雛
饗

鮎
醗舞

講
饗

雛

総
助諜

擁

漣

特

に
ブ

ル
ジ

ョ
ア
護

党

の
議
員

に
強

い
危
懲

を
抱

か
せ
、
そ

の
箪

、
非
常
措
置
権

の
成
立

災

き

な
影
響
を
及
ぼ

し
た
で
あ

ろ
、つ

こ
と
は
想
像

難

く
な

い
・
憲
萎

貝
会

で
の
民
主
党

ア
プ

ラ

毒

貝
の
次

の
よ
う
象

一一口
は
、

こ
の
、
状
況
-
危
機
意
識
↓
非
常
謹

権
と

い
う
関
連
性
を
明
瞭

に
示
す
も

の
で
あ
る
。

代鑑
鑛
.蕪

礁
讐

"嶽

蟻
藤

慈

ぺ離

n緯

霧

巽
翻
鶴

を
与

毛

お
り
ま
す
・
私
笑

統
領
権
力

の
こ
の
よ
う
姦

化
を
心
か
ら
歓
迎
す
.。
も

の
で
あ
り
ま
す
.L

ま
た
・
起
薯

ζ

三

は
・
後

に

(
茎

四
年
)
、
こ
の
非
常
措
幕

の
成
立
事
憧

つ
い
て
要
ヒ日
次

の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
.

憲
法

を
六
ヶ
月
と
い
う
短
翻

の
内

に
畿

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
鍾

由

は
、
法
的
基
礎

に
も
と
つ
か
な
い
政
府
箋

期
的

に
は
存
続

し
え
な

酬



　欝

麟

　

響

複
鱒

麟
鞭

締蕪
掻
藤

鯵

籍
膨舞
鰹

わ

灘
誕
影
難
鯵
薪
嬉
媒
襯薔
騨
繁
痺
騒
輩
諦
聲
諭
灘
禦
駅勢
鰭

陥



醗

難
難

難
{難
麟
灘
　　　↓幾
鞭

繋

鯵
灘饗

曲鱗

辮
懇
鵡
罐
魁錨掛

り

む

政
党

の
以
上

の
よ
う
な
立
場
を
明
瞭

に
示
す
も

の
で
あ
る

灘

灘
　　撫
麟　難
　　　　瀞
　職
蕪

国
家

に
お

い
て
は
あ

る
べ

か
ら
ざ

る
状
態

な

の
で
あ

り
ま
す

…

.L

景軽
議
讐

講
糞

誠
鷲

鐙

驚

難

価糖難

難

轄

　
　

　

成
諺

」難

郵

整

し
た
第
二
の
韓

伝
統
の
要
因
夷

第
四
八
条
の
モ
デ
ル
ー
な
っ
た
天

主

年
憲
法

の
撃

事
態
艶

の
蓉

と
篁

次
大
戦
発
生
後
の
そ
の
頻
箋

行
使
の
経
験
、
お
よ
び
、
器

発
生
後
の
人
民
委
員
政
府
に
ょ
る
独
裁



憲 法 破 殿(Verfassungsdurchbrechung)の 概 念 ←う

的
統
治
の
経
験
等
は
、
君
主
制
的
感
覚
が
公
選
大
統
領
製

立
の
精
神
的
基
盤
を
芒

た
よ
う
に
.
非
常
措
置
蔑

立
の
基

盤

を

形

成

し
、

そ

の
成
立

を
容

易

に
す

る
と

い
う
機
能

を
果

し
た
。

し

か

し

こ
れ

ら

の
経
験

は
、
同

時

に
、

そ

こ
で
厳

し

い
弾

圧

を
受

け

た
独

立
社

会

民

主

党

な
ど

の
社

会

主

義
政

党

の
中

に
、

非
常

措

置
権

に
対

す

る
強

い
反
撲

と
懸

念

を

生
ぜ

し

め

る

こ
と

に
な

っ
た

の
で
あ

る
。

一
八
七

一
年

憲
法

の
戦

争

事

態
制

度

お

よ
び

一
八

五

一
年

の
プ

ロ
イ

セ

ソ
合

囲

事
態

法

(℃
誘
器
一研魯

窃

し辱
。ご
鵯

剛戸5
σ。
簑
霧

9
言

霧
α。
窪
-

。
伊氏
く
。
昌副
』
ロ
類
=

。。
q
一)

は
、

一
九

一
四
年

ま

で

ほ
と

ん
ど
利

用

さ

れ

る

こ
と

は
な

か

っ
た
が
、

第

一
次

大
戦

が

発

生
す

る

と
と
も

に
頻

繁

に
利

用

さ
れ

る

こ
と

に
な

り
、

こ
の
結

果
、

基
本

権

停

止
等

の
措

置

に
よ

り
国
民

の
自

由

は
著

し
く
制

限

さ
れ

る

こ
と

に
な

っ
た
。

と

り

わ
け
、

こ
れ
ら

の
制
度

は
、
当
時
反
軍
国
主
義
、
平
和
主
義
を

否

み

ソ
と
し
て
政
府

の
戦
争
肇

を
激

し
く
批
判

し
た
社
会
民
主
党

左
派

(後
の
独
立
社
食

主
党
お
よ
び
共
鑑

に
対
す
る
弾
圧
の
武
器
と
し
垂

警

役
割
藁

し
た
の
て
舞

革
命
の
発
火
点
と
な

っ
た
キ
概

軍
港

の
叛
乱

の
さ

い
、
抑
圧

か
ら

の
蟹

の
シ
ソ
ボ

ル
と
し
て
、

こ
れ
ら

の
制
度

の
廃
止
護

革

の
プ

・
グ
ラ

ム
に
掲
げ

ら

れ
た

の
は
、
以
上

の
よ
う
な
事
情

か
ら
す
れ
ば
当
然

の
こ
と
で
あ

っ
た
。
国
民
議
会
第

二
読
会
で
、
非
常
措
置
権
を
激
し

く
批
判

し
・

そ

の
削
除
を
主
張
し
た
独
立
社
会
民
主
党

コ
↓

議
員

の
発
言

は
こ
の
よ
う
な
事
情

を
背
景

と
し
て

い
た

の
で
あ

る
・

こ
の

コ
ー

ソ
議
員

の

発
叫　団
は
、
非
常
謹

権
が
も

つ
危
険
性
を
鋭
く
指
摘
し
た
も

の
で
あ

る
と
同
時

に
、

こ
の
権
緊

そ

の
後
現
実

彙

す

こ
と
に
な

っ
た
役

割

に

つ
い
て
の
予
言
的
警
告
を
含
む
も

の
で
あ
る
。
以
下
発
言

の
要
旨

を
紹
介
す

る
こ
と

に
し
よ
う
。

コ
ー

ソ
は
、
ま
ず

、
第

四

八
条

は

一
八

五

一
年

の
プ

ロ
イ

セ

ソ
合
囲
事
態
法

よ
り
も
後

退
し

た
法
状
態

を
創

り
出

す

こ
と
に
な
る
と
批
判

す

る
。

「
こ

の
古

い
法
律

(
プ

・
イ

セ

ン
A
、
囲
事
嚢

塵

者
)

は
、
戦
時

に
お
け

る
合
囲
事
態

の
羅

を
な

し
た

も

の
で
あ

り
ま
す
・

と

こ
ろ

で
・

我

々
全

て
が

痛

切

に
想
起

す

る
、、
と

は
、

.あ

法
建

も
と
つ

い
て
軍

司
書

、
畢

権

力
が
ど

ん
な

に
出

版
を
制
限

し
、
学
問
研
究

姦

害
抑
圧

し
稟

会

の
権

利

を
否
認

し
、
無

数

の
人

々
か
ら
人
身

の
畠

を
奪

い
活

動

の
自
由

を
制
限

し
た
か
、

と

い
う

こ
と

で
あ

り
ま
す
・

し
か
し
・

そ
れ

で
も
以
上

の
全

て

麗

と

は
、
今
あ

な
た
が

た
が
第
四

八
条

に
よ

っ
て
創

り
出

そ

う
と
し
て

い
る
状
態

に
比

べ
る
・
}、
ま
だ
、

比
較
的

自
由
な
状
態

と

い
え

る

の
で
あ

り

ま
す

.
皆
」
の
よ
う

に
述

べ

た
あ

と
、

コ
↓

は
、

そ

の
理
由

と

し
て
、

天

互

年
法
律

と
第

四
八
条

の
要
件

を
比
較

し
て
・
後
者

が
著

く
広

く
な
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っ
て
い
る

こ
と
を
指
摘

し
、
第

四

八
条

の

「
公
共

の
安
全

と
秩

序

に
対

す

る
重
大

な
障

害
」

と

い
う
拡

大
さ
れ

た
要
件

の
下

で
は
、
場
合

に

よ

っ

て

は
、
秘
密

の
煽

動

(
αq
。
ぽ

葺

。
〉
αq
}{無

δ
コ
)
、
秘
密

団
体

(ぴq
。
ぎ

巨

。
<
9
玄
コ
含

コ
ぴq
)

へ
の
参
加
、

さ
ら

に
は
、
公
的
政

党

へ
の
加

入
す

ら
も
が

こ
の
要
件

に
包
摂

せ
し

め
ら
れ

る
危

険
性

が

あ
る

こ
と
を
指
摘
す

る
と

と
も

に

(
Qり
,
ω
卜。
念
)
、

こ
の
よ
う
な
要
件

の
拡

大

に
賛

成
す

る
民

主
党

コ
ッ
ホ

議
員
を
次

の
よ
う

に
批
判

し

た
。

「
コ
ッ
ホ
議
員
、

あ
な

た
は
合

囲
事
態
法

の
厳

し
さ

を
体
験

な

さ
ら
な

か

っ
た

に
違

い
な

い
。

確

か
に
、

あ
な

た

の

都
市

の
住

民

は
体

験

し
た
が
、
あ

な
た
自
身

は
体

験
さ
れ

な
か

っ
た
よ
う
だ
。
あ
な

た

は
、

人

々
に
対

し
て
、
公
共

の
秩
序

の
保
護

と

い
う
名
目

の
下

に
軍
事
権
力

に
よ

っ
て
ど

ん
な

こ
と
が
行

な
わ
れ

た

の
か
御
存

知

な

い
。

私

は
、

そ

の
よ

う
な

こ
と
が
将

来

二
度

と
起

ら
な

い
よ
う

に
し

た

い

の

で

す

。
」

(
の
.
認

曲
)

そ
し

て
、

コ
ー

ソ
は
、
以

上

の
よ
う

に
第

四
八
条

の
要
件
自
体

が
恣
意

の
介

入
を
可
能

と
す

る
よ
う
な
も

の
で
あ

る
と
き
、

一
体

ど

ん
な

コ
ソ
ト

ロ
ー

ル
が
存
在

し
う

る

の
か
と
問

い
、

こ
の
点

に

つ
い
て
当
時

の
国
防

大
臣
社
会

民
主
党

の
ノ

ス
ヶ

(Z
o
勾D
評
o
)
が
、

常

に
党
組
織

と

の

一
致

の
下

に
措

置
が

と
ら
れ

て
い
る
点

に
濫

用
防
止

の
保
障

を
求

め
た

こ
と

に
対

し
て
、
そ

の
危
険

性
を
次

の
よ
う

に
批
判

し
た
。

「
こ
の
国
防
大

臣

ノ

ス
ヶ
氏

の
考

え

は
、
非

常

に
危
険

で
あ

り
ま
す
。

と

い
う

の
は
、
も

し
、
偶

々
、

社
会

民
主

党

に
所
属

し
な

い
人
物

が
国

の
項
点

に
た

つ
よ
う
な

こ
と

に
な

っ
た
と
ぎ
、

こ
の
人
物

は
、
彼

の
政

党
が
定

め
る
要

求

の
枠
内

で
行
動

し
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
の
で
し

ょ
う

か
。

そ

し
て
、
果

し
て
現
実

に

そ

の
よ
う

に
行

動
す

る

で
し
ょ
う

か
。
人

民
党
、
或

い
は
国
家
人

民
党

の
メ
ソ
バ

ー
が
、

あ

る

い
は
ま

た

一
五
年
後

に
は
、

ホ
ー

エ
ソ
ッ
オ
ル

レ
ソ
王

家

の
者

、
さ
ら

に

は
、
将

軍

(
Ω
。
コ
興
≧
)

が
国
や
国
防
省

の
頂

点

に
た

つ
よ
う
に
な

っ
た
と
き

は
ど

う
な
る

で
し
ょ
う

か
。

ノ
ス
ケ
氏
が
約
束

し

た

よ
う

に
、

こ
れ

ら

の
人

々
が
彼

ら

の
政

党

の
考

え
や
綱

領

を
た
ま

た
ま
顧
慮

し
た
と

し
て
も
、

こ
の
よ
う
な
人

々
に
皆

さ

ん
は

一
体

何

を
期
待

す

る
と

い
う

の
で
し

ょ
う

か
。」
(鉾

ω
bo
お
)
当

時
社
会

民
主
党

や
民

主
党
議
員

は
、

大
統
領

工
ー
ベ

ル
ト
を
前
提

に
し
て
第
四

八
条

を
論
議
す

る
傾
向

が
あ

っ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

た
が
、

コ
ー

ソ
は
、
制
度

と

し
て

の
危

険
性

を
問

題

に
し
た

の
で
あ

る
。

次

に

コ
ー

ソ
は
第

二
項

の
基
本
権
停

止
を
問
題

に
す

る
。

と

り
わ
け
、
第

…

一
七
条

(信

書
、

郵

便
、

電
話

の
秘
密

の
保
障
)
が
停

止

の
対

象

と
さ
れ

て

い
る

こ
と
を
問
題

に
し
、

そ
れ

は
、
政
治
的

反
対
者

か
ら
彼

の
友

人
ぬ
、
家

族

と

の
手
紙

の
交
換

や
電

話
連
絡

の
自
由

を
奪

う
も

の
で
あ

り
、

警
察

国
家

(
　℃
〇
一一N
O
一ω
什帥
"
叶
)

の
最
も
悪

い
特
徴

に
ほ
か
な
ら
な

い
と

批

判

す

る

(
の
の
景
ω
N
齢
卜o
I
-1
⇔
凹
蘇
蘇
)
。

さ
ら

に
、

コ
ー

ソ
は
こ
の
第

四
八
条

の
下

で

は
、

特

定

の
政

治
的

団
体

の
存
在
自
体

お
よ
び
そ

の
よ
う
な
団
体

の
メ
ソ
パ

ー

で
あ

る
と

い
う

こ
と
自
体

が
、

大
統
領

に
よ

っ
て
、
公
共

の
安
全

に
対

す

る
重
大

な
障

害
と
見

な
さ
れ
、

人
身

の
自
由

が
奪

わ
れ

る
可
能
性

が
あ

る

こ

と
を
最
近

生
じ

た

二
つ
の
事
件

を
例

に
説

明
す

る
。

こ
の
二

つ
の
事
件

と

い
う

の
は
、

独

立
社

会
民
主
党

に
所
属
す

る
ヤ

コ
ブ
夫

人

(
ン
繭
.
」
螢
∩
O
げ
)

と
デ

イ
リ
ー

・
ヘ
ラ
ル
ド
紙

の
特
派

員
プ

ラ
イ

ス

(
『リプ
o
℃
「
一6
0
)
が

逮
捕

さ
れ

た
事
件

で
あ

る
が
、

そ

の
理
由

は
、

コ
ー

ソ
に
よ
れ
ば
、

ヤ

コ
ブ
夫

22(124)



憲法破殿 (Ve・fa・ ・ungsdurc1・brcchung)の 概 斜 →

人

の
場
A
口
に
は

ロ
ー
ザ

.
ル
ク

セ
ソ
ブ

ル
ク

(
穿

島

塁

書

貝
α-
)
と
交
友

関
係

に
あ

っ
た

こ
と
、

プ

ラ
イ

ス
の
場

倉

は
独
立
社
会

民
主
党

の
メ

ン
バ

ー
と
会
話

し
た
、

と

い
・つ
こ
と

で
あ

っ
た

(
。。
。。
・
・。
・。
恥
工

彗

.
そ

し
て
、

〒

ソ
は
、

最
後

に
第

四

八
条

の
運
用

は
、

灸

イ
活
動

と
不

可
避

的

繕

A
口
せ
ざ

る
を
え
な

い

こ
と
を
籍

し
た
あ
と
、
次

の
よ
う

に
述

べ
て
彼

の
長

い
発
言
を
終

え
た

の
で
あ
る
。

「
も

し
・

こ
の
第
四

八
条
が
採
用

嫁

綾

講

饗

鰹

鶴

錠
義

農

瑞

誌

民
婆

ウ
ル
は
民
主
主
義
の
王
国
を
得
る
た
め
に
出
か

非
常
措
置
権

に
内
在

す
る
問
題
点

の
適
確

な
指
摘
を
含
む
以
上

の
よ
う
な

コ
ー

ソ
議
員

の
発
言

は
、

し
か
し
、
彼

の
属
す

る
独
立
社
会

民
主
党
が
協
議
会
独
裁
を

ス

ロ
ー
ガ

ソ
と
し
、
暴
力

に
よ
る
共
和
国
打
倒
を
目
ざ
す
も
の
で
あ

り
、
し
た
が

っ
て
、
共
和
国
を
強
化
す

る

あ

.り
ゆ
る
試
み
、
と
り
わ
け
非
常
叢

権

の
創
設

侵

対
す
る
の
は
当
然
だ
と
看
倣
さ
れ

て
い
た
た
め
、
国
民
議
会

で
ほ
と
ん
ど
注
意

を

払

わ

れ

る

こ
と
な

く
終

っ
た

の

で
あ

る
。

そ

し

て
、
論

議

は
、

非
常

措

置
権

の
創
設

を
前

提

に
し

て
、

コ
ソ
ト

ロ
1

ル
の
問

題

に
向

う

こ

と

に
な

っ
た
。

②

ワ
イ

マ
ー

ル
憲

法

は
、
非

常

措
置

権

の
濫

用

を
防

止

す

る
た

め
、
幾

つ
か

の

コ
ソ
ト

ロ
!

ル
の
制
度

を
定

め
て

い
た
。

し

か
し

、
こ

れ

ら

の
諸

制
度

は
、

こ
の
種

の
制
度

が

ほ

と

ん
ど
常

に
そ

う

で
あ

る

よ
う

に
、
諸

々
の
条
件

に
規

定

さ
れ

て
十

分
実
効

的

な
機

能

を
果

す

こ
と

は
で
き

な

か

っ
た
。

そ

の
原

因

は
複

雑

で
あ

り
、

基

本
的

に
は
政

治

的
力

関
係

、
法

意

識
等

の
制
度

外

的
諸

要
因

に
求

め
ら
れ

な

け

れ
ば

な
ら

な

い
が

、

同
時

に
制

度

自
体

の
問
題

性

も

過
少

評
価

す

る

こ
と

は
で
き

な

い
。

以

下
、

ど

の
よ
う

な

コ
ソ
ト

ロ
ー

ル

の
制
度

が

ど

の
よ
う

に
し

て
形
成

さ

れ
、
或

い
は
形
成

さ

れ

な

か

っ
た

の

か
、
簡

単

に
考

察

し

て
お

く

こ
と

に
し

よ
う
。

非

常

措
置

権

に
対

す

る

コ
ソ

ト

ロ
ー

ル

の
制

度

と

し

て
、

ワ
イ

マ
ー

ル
憲

法

の
下

で

は
次

の

よ
う
な
制

度
が

存
在

し

た
。

D

政

治

的

コ
ソ
ト

ロ
ー

ル

(
爾

首

相

ま
た

は
主
任

国
務

大

臣

に
よ

る
副

署

制
度

(第
五
〇
条
)
1

内

閣

に
よ

る

コ
ソ
ト

ロ
ー

ル
。

㈲

と

ら
れ

た
措
置

に

つ
い
て
遅
滞

な

く
国

会

に
報

告

す

る
大
統

領

の
義

務
、

お

よ
び

そ

の
措
置

に
対

す

る
國

会

の
廃

止

要

求

権

((25)23



(
第

四
八
条

三
項
)
1

国

会

に

よ

る

コ

ソ

ト

ロ
ー

ル
。

ヘ

ノ

　

ロ

U

司

法

的

コ
ソ

ト

ロ
ー

ル

(

第

四

八
条
第

二
項

に
も

と
つ

く
命

令

に

つ
い
て
、

憲

法

お

よ
び
法
律

適
合

性

を
審

査

す

る
裁
判

所

の
権
限

-

裁
判

所

に
よ

る

コ
ソ
ト

ロ
ー

ル
。

鋤

非
常

措

置
権

行

使

の
要

件

・
形

式
、

お

よ
び
と

ら
る

べ
き

措

置

の
大

綱

を
定

め
る
法
律

(第
四
八
条
第
五
項
)
。

(

(17
)

以
上

の
ほ

か

に
も
、

大

統

領

の
権
限

行

使

一
般

に
対

す

る

コ
ソ

ト

ロ
ー

ル

の
制

度

が
存

在

し

た
が

、
非
常

措

置

権

に

つ
い
て
特

に
問

題

と
な

っ
た
制

度

は
以
上

の
四

つ
に
尽

き

る
,

(
18

)

と

こ
ろ
で
、

国

民
議

会

で

は
司
法

的

コ
ソ
ト

ロ
ー

ル
に

つ

い
て

は
ほ
と

ん
ど
論

じ
ら

れ

な

か

っ
た
。

と

い
う

の
は
、
憲

法
制

定

当
時

、

非
常

措
置

権

に
対

す

る

コ
ソ

ト

ロ
ー

ル

の
第

一
次

的
責

任

は
国

会

お

よ
び
内

閣

が
負

う

べ
き

も

の
と
考

え
ら

れ

て

い
た

か
ら

で
あ

る
。

こ

の
結

果
、

コ
ソ

ト

ロ
ー

ル

に
関

す

る
論

議

は
、

主

と
し

て
政
治

的

コ
ソ
ト

ロ
ー

ル
を
中

心

に
行

な

わ
れ

る

こ
と

に
な

っ
た
が

、
論

議

の
傾

向

は
、
社

会

民
主
党

か

ら

コ
ソ

ト

ロ
ー

ル
強

化

の
強

い
主

張
が

な
さ

れ

た

に
も

か
か

わ

ら
ず
、

全
体

と

し

て

コ
ソ
ト

ロ
ー

ル
を
緩

和

す

る

方

向

に
向

う

こ
と

に
な

っ
た
。

以

下
簡

単

に
紹

介

し
て
お

こ
う
。

社

会

民
主

党

は
、

当
時

民

主
党

な

ど

と
と

も

に
政
権

を
担

当

し

て

い
た

こ
と
、

さ

ら

に
、
大

統

領
が

同
党

の

エ
ー
ベ

ル
ト
で
あ

っ
た

こ

と
な

ど

か
ら
、
非

常

措

置
権

の
採

用

自
体

に
は
必

ず

し
も

反
対

で

は
な

か

っ
た
。

し

か

し
同

時

に
、
帝

制

下

の
弾
圧

の
経

験

か
ら
、
独

立

社

会

民
主

党
と

同
様

に
濫
用

に
対

す

る
強

い
危

惧

を
抱

い
て
お

り
、

こ

の
た

め
、

コ
ソ

ト

ロ
ー

ル

の
強
化

を

主
張

す

る

こ
と

に
な

っ
た

の

で
あ

る
。

ま
ず

、
内

閣

に
よ

る

コ
ソ
ト

ロ
ー

ル
に

つ
い
て
同
党

フ

ィ

ッ
シ
ャ
i
議
員

は
、

主

任

国
務

大
臣

の
副
署

(O
£

9

N。
凶9

言

頴

)

の
み

で
十
分

と
す

る
政

府
草

案

が
定

め

る
副

署

制
度

の
下

で

は
、

大

統

領

と

国
防

大

臣

(ス
ユ
£
.。。量

三
。。宮
「)

が
結

託

す

る
と
き

濫
用

を

阻

止

で
き

な

い
と
批
判

し

て
、

非

常

措
置

権

行
使

の
さ

い
に

は
、

特

に

「
内
閣

の
同
意

」

(N
話
号

毒

言

ひq
9

「
菊
。8
房
「。
α。,醇

§

σq
)
を

24(126)
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要
件

と
す
べ
き

こ
と
姦

法
委
員
会

で
難

し
た

の
で
あ

輪

)
こ
の
饗

に
対
し
て
・
国
家
人
民
党
デ

ル
ブ

リ

ュ
ヅ
ク
議
員

塁

党

コ

ッ
ホ

(区
0
6
ゴ
)
議

員

か

ら
批
判

的

意
見

が
表

明

さ

れ

た
が

特

に
強

い
反
対

は
主

張

さ
れ

ず
、

結

局
プ

ロ
イ

ス
の
提

案

に
も

と
つ

い
て

「
内

閣

全
体

の
責

任

の
下

に
」

(§

件嘆

く
Φ
影
三
≦
。
三

ざ
算

2
併
血
・
㎝

αq
・。。9・
昆

8

穿

ざ
房
ヨ
ぎ
一。。
§

貯
霧

)

と

い
う

一
句
が
妥

協

と
し

て

政

府

(
20

)

草

案

に
挿

入

さ
れ

る

こ
と

に
な

っ
た
。

し
か

し
、

こ
の

コ
ソ
ト

ロ
ー

ル
を
強
化

す

る
修

正

は
、
非

常

措
置
権

を
強
化

し

よ
う
と

す

る
国

民

議
会

の
流

れ

の
中

で
、

最

終
段

階

の
第

三
読

会

に
い
た
り
結

局
削

除

さ

れ

る

こ
と

に
な

っ
た
。

第

三
読

会

で
民

主
党

バ
ー

ス
(}{き

。。)
議

員

は
、

非
常

措
置

権

に
対

す

る
内
閣

の

コ
ソ
ト

ロ
!

ル
と

し

て

は
、

一
般

的

な
副

署
制

で
十

分

で
あ

る

こ
と
、

さ

ら

に
、

「
内

閣

全
体

の
責

任

」

と

い
う
制

約

は
、

た

と
え

ば
、
大

統

領

が

ベ

ル
リ

ソ
に
、

レ他
方

閣

僚

の
多

数
が

ワ
イ

マ
ー

ル

に

い
て
、

し
か
も
交

通

・
通
信
が

杜
絶

す

る

よ
う
な
と

き

こ
の
権

限

の
迅
速

な
行
使

を
不

可
能

に
す

る
も

の
で
あ

っ
て
合
目

的
的

で
は
な

い
こ
と
な

ど

の
理
由

か
ら

そ

の
削

除

を

提

案

し
、

賛
成

多
数

で
承

認

さ

れ

た

の

で
み

肥
。

ま

た
、

国
会

に
よ

る

コ
ソ
ト

ロ
ー

ル
に

つ

い
て
も

、
プ

ロ
イ

ス
草

案

で
は
、

と
ら
れ

た
措
置

に

つ
い
て
国
会

の
事

後
承

認

制

を
定

め

て

い
た

が

(前
掲
註

(
2
)
参
照
)
、

社
会

民

主
党

フ

ィ

ッ
シ

ャ
ー
議

員

は
事

後
承

認
制

で

は
不
十

分

で
あ

る

と

し

て
事
前

承
認

制

を
主

張

し

た

の
で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し

て
プ

ロ
イ

ス
お

よ

び
民
主

党

コ

ッ
ホ
議

員

は
、

そ

の
よ
う

な
制

限

は

こ

の
権

限

か
ら
不

可
欠

な
迅
速

性

を
奪

う

と
同
時

に
、

大
統

領

を
単

な

る
装

飾
物

に
し

て
し

ま
う

こ
と

に
な

る
と

し

て
強
く

反
対

し
、
結

局
、

フ

ィ

ッ
シ

ャ
i
提
案

は

否

決

さ

(
22

)

れ

、

の
み
な
ら
ず
、
国
会

の
事
後
承
認
制
も
、
そ

の
都
度
国
会
が
開

か
れ
ね
ば

な
ら
ず
合
目
的
的

で
は
な
い
か
ら
削
除
す
べ
き

で
あ

る
と

い
う
第

三
読
会

に
お
け

る

民
主
党

バ
ー
ス
議
員

の
提
案

に
も
と
つ

い
て
削
除
さ
れ
、

代

っ
て
、

第
四

八
条
第

四
項

の
制
度

(前
記
の
)
が

採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
難

・

ー

さ

ら

に
、

一
八
五

一
年

の
プ

ロ
イ

セ

ソ
合

囲
事

態

法

を

モ
デ

ル
と

し

て
、
非

常

措
置

権

行
使

の
要
件

・
形
式

、

お

よ
び

と
ら

る

ぺ
き
措

置

の
大

綱
等

を
定

め
る

べ
き
第

五
項

の
法
律

も

プ

p
イ

ス

の
強

い
反
対

で
制

定

さ
れ

な

か

っ
た

の
で
あ

る
。

第

二
読
会

で
、

バ

イ

エ
ル
ソ

(127)25



民

人

党

の
ド

ー

ナ

((
}
.
N
口

『
)O
ゴ
霊
卸
)

議

員

が

、

も

し

こ

の
法

律

が

制

定

さ

れ

な

い
場

合

に

は
、

他

に
諸

々

の

コ

ソ

ト

ロ
ー

ル

の
手

段

が

あ

る

に

せ

よ

、

第

四

八
条

は

大

統

領

に

全

権

(
三
息
コ
臨
。
二
く
9
噌
)

を

与

え

る

こ
と

に
な

り
、

し

た
が

っ
て
早

急

に
制

定

す

べ

き

こ
と

、

そ

(
24

)

し

て
、

も

し

こ
の
法

律

の
制

定

が
遅

延

す

る

と
き

は
、
さ

し
当

り

一
八

五

一
年

の
法
律

を
適

用

す

べ
き

で
あ

る
と
主
張

し
た

の

に
対

し

て
、

(
25

)

プ

ロ
イ

ス
は
、

第

五
項

の
法
律

は
状

況

が
安

定

す

る
ま

で
制

定

さ
れ

る
べ
き

で

な

い
と

し

て

こ
れ

を
拒

け

た

の
で
あ

っ
た
。

以

上

の
よ
う

に
、
非

常

措
置

権

自
体

を
生

み
出

し

た
当

時

の
状

況

は
同

時

に

コ
ソ
ト

ロ
ー

ル
を
緩

和

す

る
方

向

に
も
作

用

し
、

こ

の
結

果
、

ワ
イ

マ
ー

ル
憲

法

の
大
統

領

は
、

非

常
事

態

に
対
処

す

る
強
力

な
権

限

を
与

え

ら
れ

る

こ
と

に
な

っ
た

の
で
あ

る
。

し

か
も
、
非

常

措
置

権
行

使

の
形

式
、

効

力
等

を
規

律

す

る
は
ず

の
法
律

が

制
定

さ
れ

な

か

っ
た

こ
と
も

あ

っ
て
、

権
限

内
容

は
必
ず

し
も
明

確

に
さ

れ

輪

)
そ
の
確
定

は
将
来

の
運
用
と
学
説

に
委
ね
ら
れ
る
こ
と

に
な
り
、
そ
れ
ら

の
動
向
如
何

で
は
非
常
措
置
権

は

一
八
七

一
年
憲
法
第

六

八
条

を
凌

ぐ

強
大

な
権

限

と

な

り
う

る
可
能

性

を
秘

め

て

い
た

の
で
あ

る
。

以

上
考

察

し

た
よ

う

に
、

大
統

領

の
非

常

措
置
権

は
、

一

一
月
革

命

の
性
格

(特

に
そ
の
消
極
的
側
面
)

と
当
時

の
政
治
状

況

を
鋭
く

反

映

し

て
、

基

本
的

に
当
時

の
支

配

諸
政

党

(と
り
わ
け
ブ

ル
ジ

.
ア
諸
政
党
)

お
よ

び
そ

の
背

後

に

い
る
支

配
諸

階

級

の
社

会

主
義

革
命

に

対

す

る
危

機

意
識

か
ら

生
み
出

さ

れ

る

と
と
も

に
、

そ

の
危

機

意
識

の
強

さ
が

こ

の
権
限

に
対

す

る

コ
ソ
ト

ロ
ー

ル

の
内
容

と

程
度

を
規

定

す

る

こ
と

に
な

っ
た
。

そ

し
て
、

こ

の
よ
う

に
ワ
イ

マ
ー

ル
共

和

国

の
右

側
面

の
強

い
影
響

を
受

け

て
成

立

し
た
非
常

措

置
権

は
、

成

立
後

直

ち

に
直

面

す

る
危

機
状

況

に
対

し

て
頻
繁

に
行
使

さ

れ

る

こ
と

に
な

っ
た

の

で
あ

る
。

26{1Zs

(
1
)

ρ

〉
塁

。
互

貫

ヨ

。

<
o
「
{
霧

の
巷

ぴq

ユ
窃

じ
2

冨
}

9

幻
・
一9

の

〈
。
∋

一
ピ

》
罎

塁
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一
2

ρ

一
嶋
曜
〉
気

一二

(
ち

ω
ω
)
・

鉾

卜。
$

・"

即

O
ヨ

F

コ

。

9

ζ

碧

員

αq
。
慈
p
犀

二
。
の

寄

一9

。。
鷲

冴

乙
。
三

①
罰

鵠
嘗

ユ
9

9

9

。・

号

三

の
9

。
口

つ。
5
葺

ω
「
。
3

ヲ

しσ
二
』

・
(
一
Φ
ω
一
γ

堕

卜。
コ

・

 (
2
)

ラ

イ

ヒ
強

制

に
関
す

る

規

定

と

非

常

措

置

権

に

関
す

る

規

定

は

、
プ

ロ
イ

ス
草

案

、

第

一

・
二
政

府

草

案

、

お

よ
び

憲

法

委

員

会

案

で

は

、
い
ず

れ

も

別

個

の
条

項

に
規

定

さ
れ

て

い

た

が
、

第

三

読

会

(
一
九

年

七

月

二

九

日
-

三

一
日
)

で
、

第

三
項

が

定

め

る
国

会

の
廃

止

要

求

権

が

ラ

イ

ヒ
強

制

の

た

め

に

と
ら

れ

た
措

置

に
も

及

ぶ

こ
と

に
な

っ
た

た

め
、

法

典

編
纂

上

の
都

合

か

ら

…
箇

条

(
第

四

八

条
)
に
ま

と

め

ら

れ

る

こ
と

に
な



憲 法 破 殿(Vcrfasgungsdurcllbrechung)の 概 念1E-一

っ

た

(
剛肖
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農
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・
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ゴ
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一
く
。
『
・魔
§

臼
=
"
一
ド削
コ
…

しd
(酬
・

刈
・

。。
騎
・

・。
。
f

無

9

嗣
闘
』

§

ζ・
比

。
刷量

<
&

霧
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蟄

7q
魯

量

蹄
ε

㌦

N
。
詳
の
。
.
憎
…h
=

儲
『

℃
。
三

=
{
』

〔{』

(
護

)

ご

。
・。

・)
。
こ

の
内

、
ラ

イ

ヒ
強

制

に

関

す

る
規

定

は
、

フ

・
イ
草

案

以

来

内

篁

ほ

と

ん
憂

更

さ
れ

な

か

っ
た

が
、

非

常

措

馨

に

學

る
規

定

は
、

幾

つ
か

の
墨

菱

更

を

受

け

る

こ
と

に

な

2

」
・

以

下

変

更

部

分

を

忠

に
紹

介

し

て

お

/
、
。

ま
ず

、

.フ

・
イ

ス
草

案

(
第

六

三

条
)

で

は

次

の

よ

う

に
規

定

さ
れ

て

い
た

・

「
ド

イ

ツ
自
由
国
家

に
お

い
て
、

公
共

の
安
全

と
秩
序

に
莫

な
讐

が
害

、

廼

は
生
ず

る
虞
れ

の
あ
る

と
ミ

大
籍

は
武
力
を
行
使

し
、

か

つ
、

公
共

の
塞

と
秩

序

を
回
復
す

る
た
め

に
必
要
な
命
令

(》
8

a
コ
§

頓
)

を
発
す

る

こ
と
が

で
き

る
・

森

鰹

ノ

旨
の
命
令

に

つ

い

て

、

遅
滞

な

く

国

会

の
承

認

(
O
窪

9

註

αq
慧

αq
)

を

求

め
、

承

認

窒

ら

れ

な

い
と
き

に

は
、

こ
れ

を

擢

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
・
」

強

.盛

嚢

讐

.難

縫

」.盤
露

弩

伊雛

ゼ
簸

解

留
緩

駄凝

の
停

止

が
奨

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ
た
。

即

ち
、

「
・.…

大

統

領

は
、

…

-
必

饗

命

令

を

発

す

る

こ
と

が

で
ぎ

る
・

こ

の
目
的

の
た

め

に
・

大

統

領

は
、

築

二
条

、
三

三
条

、
お

よ
び

三

嚢

か

ら

三

八

条

に
定

め

た

基

本

権

の
全

部

又

竺

部

を
停

止

す

る

こ
と

が

で

き

る
・

大

統

領

は

こ

の

へ叩
A
p
に

つ

い

て
...…
」

(
..…

部

盆

プ

・

イ

ス
草

案

と

同

じ
)

(琴

矯
・・
諺

二

)
.

さ

ら

に
、

国
民

議

会

第

読

会

(
二
月

二

四

日
i

三

鶏
旭
触黙
羅
籍
殿
輻

摺
請
い崩
継
藩

鍵

識
黙

嘱鰹
繰
環鐸
乱
讐
踏
選
魏
段

変

更

さ

れ

た

(
圃
ぴ
一二
二

の
.
躯
一
)
。

な

お

、

こ

の

変

更

に

つ

い

て

は

後

述

す

る

。

(
3
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篠
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。
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ξ

。
譲

…

-
亀
…

;

…

ξ

}
一{二

畢

薯

(
7

)

量

急
二

℃
・

=

.

(
8
)

鍔

=
。
琴

。
p

多

二
。
琶

く
塞

彗

量

酬
二
養

』

二
.
9

η

告。
藝

(
9
)

第
四

八
条

笛

項

が
定

ψ

。
一.
ン
ト
政
府

の
非
簿

馨

も
詳

の
危

機
状

況

の
塵

で
あ

っ
た
.

前
述

し
た

よ
う

に
・

当
時
・

犀

饗

と

27 C?2s)



国

政

府

が

所

在

し

て

い

た

ワ
イ

マ
ー

ル
は

ゼ

ネ

・
ス
ト

の
た

め
周

阻

と

の
連

絡

を
絶

た

れ

孤

立

状

況

に
陥

っ
て

い

た

が
、
こ

の

よ
う

な
場

合

に

は
、

地

方

の
暴

動

に
対

し

て

各

ラ

ン

ト
政

府

が
、

暫

定

的

に

せ

よ
、

単

独

で
必

要

な

措

置

を

と

り

う

る

よ
う

に
し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
と

さ

れ

た

の
で

あ

る
。

こ

の

よ
う

な

理

由

か

ら

第

二
読

会

で

民

主

党

パ
ー

ス
、
中

央

党

バ

イ

ェ

ル
(
じd
o
唄
o
ユ
o
)
、
国

家

人

民

党

デ

ル
ブ

リ

ュ
ッ
ク
議

員

の
共

同
提

案

に
も

と

つ

い

て

ラ

ン
ト

政

府

の
非

常

措

置

権

制

度

が
新

設

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ
た

(団
.
=
o
=
蹄

o
P

ス
騨
甑
o
口
巴
<
o
「
ω
撃
口
臼
日
い
螺
コ
αq
・
切
q
・
㎝
・
ω
Gっ
・

Q。
bこ
ω
Φ
1

ω
トこ
ω
評

=
.

℃
B

=
P

p

p

O
こ

ω
ω
.
一
8

1

崔

O
)

(
)(1
)

一
八

七

一
年

憲

法

第

六

八
条

の
戦

争

事

態

制

度

が
第

四

八

条

の

モ
デ

ル

と

な

っ
た

こ

と

に

つ

い

て

は
、
O
・
ン
一μ
ω
。
プ
葺

N
・
m
・
mr

O
二

㏄
・
に
刈
9

}ん
●
O
毒

皇

P

P

O
二

ω
・
b。
拐

唄
0
・
ピ
.
菊
o
ω
。・
詳
0
5

0
9

m
葺

=
江
8

巴

じ
言
臼
8

「
巴
冒
弼

(
一
詮

ω
)
・
づ
・
ω
㊦
・

な

お
・

参

考

の
た

め

紹

介

す

れ

ば
、

同

憲

法

第

六

八
条

は
次

の

よ
う

に
規

定

し

て

い

た
。

「
連

邦

領

域

内

で

公

共

の
安

全

が
脅

か

さ

れ

る

と
き

、

皇

帝

は
、

そ

の
領

域

の

い

か

な

る

部

分

を
も

戦

争

事

態

に
あ

る

と
宣

言

す

る

こ
と

が

で

き

る
。

こ

の

よ
う

な

古日
;
口
の
要

件
、

布

告

形

式

お

よ
び

効

力

を

規

律

す

る

国

の
法

律

が
制

定

さ

れ

る

ま

で

の
間

は
、

一
八

五

一
年

六

月

四

日

の
プ

ロ
イ

セ

ン
法

律

の
規

定

が
代

っ
て
適

用

さ

れ

る
」

こ

の
規

定

に
も

と
づ

き

皇

帝

が

戦

争

事

態

を

宣

言

す

る

と

(
プ

ロ
イ

セ

ン
法

律

に

よ

れ

ば
、

宣

言

は
、

太

鼓

を

た

た

く

こ

と
、
劇

夙

の
吹

奏

、
掲

示

等

に

よ

っ
て
行

な

わ

れ

る
)
・
そ

の
効

果

と

し

て
、

基

本

権

の
停

止

(プ

・
イ

セ

ン
法

第

五

条

)
、
執

行

権

の
軍

司

令

官

(≦

葺

ω
げ
昏

三

巴
、憲

.
)

へ

の
移

譲

(
同

第

四
条

)
、

放

火

・
浴

水

等

の
刑

の
加

重

(
同

八
-

九

条
)
、

軍

法

会

議

(謹

。
ぴ・
。・
αq
㊦
誉

窪

)

の
設

置

(
同

第

一
〇

条

以

下
)

等

が
生

じ

た

(O
■
〉
コ
ω
6
7
葺

鉾

野

P

O
二

6っ
・
トこ
刈
㎝
)
。
な

お
、

一
八

五

一
年

の
プ

ロ
イ

セ

ン
法

律

に

つ
い

て

は
、

藤

田

嗣

雄

.
前

掲

書

、

三

一
頁

以

下

参

照
。

(
11
)

第

一
次

大

戦

が

発

生

す

る

と

と
も

に
、

戦

争

に
対

す

る

態

度

を

め
ぐ

っ
ズ
社

会

民

主

党

内

部

に
三

つ

の
グ

ル
ー

プ

が

形

成

さ
れ

る

こ
と

に
な

っ

た
。

第

一
の
グ

ル
ー

プ

は
、

祖

国

防

衛

を

唱

え
城

内

平

和

を

主

張

す

る
右

派

で
、

当

時

主
流

派

を

形

成

し

て

い
た
。

第

二

の
グ

ル
ー

プ

は

、

反

帝

国

主

義
、

平

和

主

義

を
標

榜

す

る

左

派

で

あ

り
、

第

三

の
グ

ル
ー
プ

は
、

戦

争

を
内

乱

へ
誘

導

し

よ

う

と
す

る

少

数

か

ら

な

る

最

左

派

(
ス
パ

ル

タ

ク

ス
団

と

称

せ

ら

れ

る
)

で
あ

る
。

こ

の
内

、
第

二

と
第

三

の
グ

ル
ー
プ

が

、
一
九

一
七

年

春

独

立

し

て
独

立

社

会

民

主
党

を

結

成

し
、

さ

ら

に

一
八

年

一
二
月

に
は
、

そ

こ

か

ら

ロ
ー
ザ

・
ル
ク

セ

ン
ブ

ル
ク

ら

に
指

導

さ

れ

た
第

三

の
グ

ル
ー
プ

が

独

立

し
、
共
産

党

(
溶
9
自
ヨ
ニ
コ
す
二
m
。
一日。

℃
簿
諄
o
一
〇
〇
¢
虜

〇
三

窪

O
ω
)

が

結

成

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ
た

(
参

照
、

篠

原

一

・
前

掲

書
、

三

三

頁

)
。

(
12
)

ρ

ピ
・
幻
o
。。
ω
=
0
5

㊤
・
P

O
こ

サ

ω
ご

男

竃

.
芝

彗

ド
冒

。。
噂
P

帥
・
○
二

℃
・
話

・

(
13
)

団

7
P

ノ
く
讐

臨
嵩
伊

℃
.
}
曾

な

お
、

第

一
次
大

戦

中

宣

言

さ

れ

て

い
た
戦

争

事

態

お

よ

び

合

囲

事

態

は
、

一
八
年

}

一
月

=

一
日
、

人

民

委

28(130)
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員

政

府

に
よ

っ
て
廃

止

さ

れ

た

(
閏
γ

カ
.
},{
二
げ
Φ
「
鴇
】U
O
κ
¢
【口
①
口
侍O
}
じu
α
騨
ω
℃

の
・
①
刈
)
。

し

か

し
、

人

民

委

員

政
府

は

一
九

年

一
月

か

ら

の
激

し

い
反

政

府

運

動

の
た

め
、
再

び

一
八

五

一
年

プ

ロ
イ

セ

ン
法

に
も

と

づ

き

各

地

に
合

囲

事

態

を

宣

言

す

る

こ
と

に
な

っ
た

(ぎ

罷
こ

し∩
しQ
.
Q。
野

一
〇
9

一
〇
QQ
"
ご

㎝
)
。

(
14
)

国
甲
国
①
に
蹄

o
P

Z
簿
甑
o
昌
巴
く
Φ
笏
鋤
ヨ
∋
ξ

お
ぴq
周
切
篇
・
鈎

oっ
.
ω
トの
蒔
O
旧
以

下

本

文

中

の

(

)

内

は

頁

数

を

示

す
。

(
15
)

以

上

の

よ

う

な

コ
ー

ン
議

員

の
第

四

八
条

削

除

の
主

張

に

対

し

て
、

プ

ロ
イ

ス
は

次

の

よ

う

に
反

論

し

、

第

四

八
条

の
必

要

性

を

主

張

し

た
。

「
も

し
、

コ
ー

ン
氏

が

自

分

の

思

い
通

り

に

憲

法

を

制

定

す

る

こ

と
が

で
き

た

と

し

た

ら

、

こ

の
種

の
規

定

な

し

で
済

ま
す

こ
と

が

で
ぎ

た

と

は

思

わ

れ

な

い

の

で
あ

り

ま
す

。

実

際

に
、

我

々

よ

り
も

政

治

的

に

遙

か

に
彼

に

近

い
人

々

が
、

ブ

レ
ー

メ

ン
や
、

ミ

ュ
ン

ヘ
ン
や

そ

の
他

の
所

で

も
、

合

囲

事

態

な

し

で
統

治

す

る

こ
と

は

で

き

な

か

っ
た

の
で

あ

り

ま

す
。

(
右

・
中

央

お

よ
び

左

の
席

か

ら

盛

ん

な
拍

手
、

独

立

社

会

民

主
党

席

騒

然

と
'な

る
)
」

こ

の

よ

う

に
述

べ

た

あ

と

プ

ロ
イ

ス
は
、

第

四

八

条

と
帝

制

下

の
合

囲

事

態

の
間

に

は
決

定

的

な
差

異

が

あ

り
、

コ
ー

ン
議

員

は

こ

の
点

を

看

過

し

て

い
る

と

批

判

す

る
。

プ

ロ
イ

ス

に

よ
れ

ば
、

帝

制

下

の
合

囲

事

態

の
場

合

に

は
、

国

会

に
貴

任

を
負

わ

な

い
軍

司

令

官

に
最
終

的

決

定

権

が
移

行

し

た

の

に
対

し

て

、
第

四

八

条

の
場

合

に

は
、
国

会

に
対

し

て

責

任

を

有
す

る

内

閣

の
責

任

の
下

に
大

統

領

は

行

動

し
、

し

か
も

彼

の
命

令

は
、

国
会

が

要

求

す

る

と
き

失

効

す

る

の
で

あ

り
、

こ

の
意

味

で
両

者

は
決

定

的

に
相

違
す

る

の
で

あ

る

(
口
)
陣(一二

の
.
もQ
トこ
蒔
⑪
)
。

さ

ら

に
プ

ロ
イ

ス
は
、

第

四

八
条

の
必

要

性

を

次

の

よ

う

に
述

べ

る
。

「
今

や

官

庁

は

、
機

関

銃

や

手
榴

弾

な
ど

の
所

有

物

を
没

収

し
、

危

険

を

除

去

す

る

こ

と

が

で

ぎ

な
け

れ

ば

な

り

ま

せ

ん
。

こ

の

こ
と

は

公

共

の
安

全

と
秩

序

を
維

持

す

る

た

め

に
絶

対

に

必

要

な

こ
と
な

の
で

あ

り

ま

す
。

今

日

の
よ

う

な

状

態

の
下

で

は
、

こ

の
種

の
規

定

を

欠

く

こ
と

は

不

可

能

と

い
え

ま

し

ょ

う
。

私

は
、

コ
ー

ン
氏

が
我

々

と

一
致

団

結

し

て

合

囲

事

態

を

全

く

不

要

と
す

る

よ

う

な

状

態

の
創

出

に
努

力

さ

れ

る

こ

と
を

期

待

す

る
も

の

で

あ

り

ま
す

」

(
一σ
窪

こ

しり
uQ
`
認

お
ー

ω
貿

刈
)

(
16
)

男

ζ

芝

讐

剛房

・～

・
二・
・
○
こ

℃
」

心
.

(
7i
)

た
と
え
ば
、

国
会

の
一二
分

の
二
以
上

の
議

決

に
も

と
づ
き
、

国
民

投
票

に
よ
り
大

統
領

を
解

職
し

う
る
制
度

(
第

四
三
条
第

二
項
)

や
、

困
会

の
憲
法

改
正
多
数

の
議
決

に
よ
る
提

訴

に
も

と
つ
ぎ
、

国

事
裁
判
所

が
大
統
領

の
憲
法

ま

た
は
法
律
違
反

に
つ
い
て
審
査
す

る
制

度
(
第

五
九
条
)

な
ど
。

(
18

)

司

.

言

芝

黒

匹

房

～

』

・

○

こ

℃
齢
誠

.

(
19

)

〈

Φ
昏

雪

象

§

αq
8

噌

〉

三

紹

。
登

窯

『
.
ω
2

一

り

ト。
つ。
。。
.

(
20

)

憲

ユ
ニ

ω
る

。。
①
・

131)29



(
21
)

ド

一
紳o
一一費
§

'
客

三

〇
3

一ぎ

話

雪

巴

言

α⊇
噂
に
〔r

刈
Ψ
鴛

O
.

(
22
)

<
9

げ
m
嵩
q
ξ

臣
ぴq
o
P

ン
三

帥
α自
o
量

Z
脱
・
もQ
¢
ピ

G∩
しっ
。
bこ
㏄
刈
ー

N
㏄
㏄

(
23
)

国
曹
=
巳
一時
o
ロ
"
Z
簿
二
〇
昌
巴
く
o
『
。。
餌
ヨ
臼
ξ

=
ぴq
冒
切
⊆
.
S

G∩
・
ω
刈
O
旧

な

お
、

プ

ロ
イ

ス

は

こ

の
修

正

を
草

案

の
改

善

(
!
、o
戦
げ
o
臣
①
罪
5
3q
)

と
す

る
。

(
匡
.
℃
槻
O
藁
じQ
樋
自ρ
.
簿
.
O
こ

ω
・
一
〇
心
)

(
24

)

団
・
}
囲o
富
守

o
P

Z
"
二
〇
コ
p
一く
頸

ω
ヨ
=
二
二
5
ぴq
層
しd
傘

9

㏄
囑
ω
トこ
慶

幽

(
25

)

一σ
Σ

こ

QQ
・
ω
N
心
刈
・

(
26
)

た

と

え

ば

、

第

四

八

条

第

二
項

に
も

と

つ

く

措
置

は
、

第

二
項

列

挙

の
七

つ

の
基

本

権

以

外

の
憲

法

規

定

に
拘

束

さ

れ

る

の

か
ど

う

か
、

も

し

拘

束

さ

れ

る

と
す

れ

ば
、

一
八

五

一
年

プ

ロ

イ

セ

ン
法

が

定

め

る

よ
う

な
軍

司

令

官

へ

の

執

行

権

の
委

譲

や

軍

法

会

議

の
設

置

は
許

さ

れ

な

い

の

か
ど

う

か

と

い

っ
た

点

は

必
ず

し

も

明

確

に

は

さ

れ

て

い
な

か

っ
た
。

さ

ら

に
大

統

領

は
、

第

二
項

に
も

と

つ

い
て
事

実

上

の
警

察

措

置

の

ほ

か

に
法

律

的

効

力

を

有

す

る
法

規

命

令

(
緊

急

命

令

Z
o
↑
く
窪

o
拭

昌
ニ
コ
αq
)
を

も

制

定

す

る

こ
と

が

で
き

る

の
か

ど

う

か
、
と

い
う

点

も

必
ず

し

も

明

確

で

は

な

か

っ
た
。

た

だ

、
国
民

議

会

で
、
国

家

人

民

党

デ

ル
ブ

リ

ュ
ッ
ク
議

員

が
第

五

項

に
も

と

つ

く

法

律

が
制

定

さ

れ

る

ま

で
第

四

八

条

の
権

限

は
無

制

限

の
も

の

で

あ

り
、

し

た

が

っ
て
、

刑

法

規

定

を

含

む

あ

ら

ゆ

る
法

規

命

令

を

大

統

領

は
制

定

す

る

こ
と
が

で
き

る

と

主

張

し

た

(
団
・

=
Φ
=
坤

o
P

ス
p。
鉱
o
づ
巴
く
o
『
ω
p
∋
∋
一ニ
コ
堕

しご
創
・
9

しり
.
ω
bo
㎝
O
)
の

に
対

し

て

、
プ

ロ
イ

ス

は
、

緊

急

命

令

の
制

定

は
、
一
八

七

]
年

憲

法

下

と
同

様

に
、

国

会

が

そ

の
都

度

制

定

す

る

授

権

法

に

も

と

つ

い

て
行

な

わ

れ

る

べ
き

こ
と

を

主

張

し

て
お

り

(<
o
「
げ
餌
づ
二
一琿
口
ぴq
o
コ
海
ン
⇔
邸
αq
o
量

ヌ
『
・
ω
》

一
肋

、
劇
bの
)
、

そ

の
か
ぎ

り

で

は
、
第

四

八

条

に

は

緊

急

命

令

制

定

権

は
含

ま

れ

て

い

な

か

っ
た

と

い

う

こ

と
が

で
き

る

(
<
αq
ご

O
・
ピ
・
閑
o
。自
巴
酔
o
『
.

曽
.
p
.
O
こ

℃
.
心
卜o
桝
閃
・
7
P

～<
拶
一
犀
言
9

m「

mr

O
二

掌

一
㊤
)
。

な

お

こ
の
点

に

つ
い

て

は
後

述

す

る
。
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∬

非
常
措
置
権
の
運
用

(
一
九
年
-

二
四
年
)

社
会
主
義
革
命

に
対
す
る
危
機
意
識

か
ら
生
み
出
さ
れ
た
大
統
領

の
非
常
措
置
権

は
、
成
立
後
直

ち
に
直
面
す
る
危
機
状
況

に
対

し
て

頻
繁

に
行
使
さ
れ
る
こ
と

に
な

っ
た
。

ワ
イ

マ
!
ル
共
和
国

は
、

一
九
年
秋

か
ら

二
四
年
春

に
か
け

て
、
政
治
的
経
済
的

に
重
大
な
危
機

に
直
面
す
る
こ
と

に
な
る
。
即

ち
、

ザ

ク
セ
ソ
お
よ
び

チ

ュ
ー
リ
ソ
ゲ

ソ

・
ラ

ソ
ト
に
お
け
る
社
会
主
義
政
権

の
樹

立
、
民
族
主
義
者

に
よ
る
右
翼
反
革
命

の
企
図
、

フ
ラ

ソ



憲 法 破 殿(Verfassungsdurchbrechung)の 概 念 〔→

ス

.
ベ

ル
ギ
輩

に
よ
る
牛

ル
占
領
、
さ
ら
に
、

イ

ソ
フ
¥

シ

・
ソ
の
驚
異
的
な
進
行

に
よ
る
通
貨
体
制

の
崩
壊
等
が
相
次

い
で
発

生
し
、
生
誕
間
も
な
い
共
和
国
は
早
く
も
解
体

の
危
機

に
直
面
す
る
。

し
か
し
、

こ
れ
ら

の
危
機

は
、
様

々
な
法
的
手
段
を
駆
使

し
た
独

裁
的
統
治

に
よ
り

一
応
克
服

さ
れ
る
こ
と

に
な
る
が
、

こ
の
危
機
克
服

の
さ

い
、
独
裁
的
統
治

の
法
的
手
段

と
し
て
重
要
な
役
割
を
果

し

た
の
が
多
数
の
穰

法
と
と
も
に
大
統
領
の
非
常
書

権
で
あ

亭

以
下

憲
法
鑛

の
概
套

生
み
出
し
た
一あ

ワ
イ
ア

ル
初
期

に
お
け

る
非
常
措
置
権

の
運
用

に
つ
い
て
概
観
す
る

こ
と

に
し
よ
う
。

と

こ
ろ
で
、

ワ
イ

マ
ー

ル
初
期

に
お
け
る
非
常
措
置
権

の
運
用

は
、
内
容

か
ら
見

る
と
、
暴
動
鎮
圧
等

に
関
す
る
政
治
的
領
域

に
お
け

る
運
用
と
租
税
制
度

.
為
替
制
度

窺

制
等

に
関
す
る
経
済
的
領
域

に
お
け
る
運
用

に
大
別
す

る
こ
と
が

で
き
(犯

そ

こ
で
・
後
者

に

つ

い
て

は
後

述

す

る

こ
と

に
し

て
、

こ

こ
で

は
前
者

を
中

心

に
考
察

す

る

こ
と

に
し
た

い
。

さ

ら

に
、

政
治

的
領

域

に
お
け

る
運

用

に

は
・

全
体
と
し
て
、
左
翼

に
対

す
る
場
合

と
右
翼

に
対
す
る
場
合
と
の
間

に
芒

い

コ
ソ
ト
ラ

ス
ト
が
見

ら
れ

る
。
そ
れ
故
両
者

を
分
け
て
考

察

す

る

こ
と

に
す

る
。

(
-
)

第
四

八
条

第

二
項

に
も

と

こ

て
制
定
さ
れ

た
命

令

の
数

は
、

充

年
か
ら

二
四
年

の
間

に
、

ワ
イ

マ
ー

ル
末

期

(
三
。
年
⊥

三

年
)

の
二

倍
以

上

?

.二
六

に
も
達
し
、

し

か
も
、

そ

の
全

て
は
葎

的
効
力

を
享

る
法
規
食

・
で
あ

っ
た

(O
:

〆
蕊

9

黛

鉾

穿

O
.
O
二

¢

b。
お
)
・

な
お
命

Aη
の

甕

表

に

つ
い
て
は
、
勺
。
。
辞N

・・
。
巨

き

9

ぎ

ヨ

。・
塁

.・
葺

茸

誉

『
。
。
二

ぐ
⇔
ぎ

養

ざ

{
塞

藷

、
』
帥
ぎ

蚤

参

黛

h
o
葺

一
ぎ

げ
魯

閑
①
o
夏

。。

脅

『

O
o

ぴ皇
o
簑

く
霞

掌

切
拝

一
90
"

(
一
¢
トの
切
γ

もっ
.

=

一
h
層

(
2
)

讐

的

簿

の
命

ムη
は
、

ペ

ッ
チ

ェ

.
ヘ
フ

タ

ー

の
分

類

に

よ

る

と
、

全

体

の
約

、雰

の

み

四

四

制

定

さ

れ

た

(
闘耳

'
㏄
』

5

・

一

左

翼

に
対

す

る
運
用

非
常

措

置
権

の
左
翼

に
対

す

る
運

用

の
特

徴

は
、

事
態

に
対

し

て
迅
速

に
発

動

さ
れ
、

し

か
も
恐

る

べ
き

威
力

を
発

揮

し
た

こ
と

に
あ

る
。

以

下
、

当

時
非
常

措

置
権

が

発
動

さ
れ

た
代

表
的

事
例

で
あ

る

ベ

ル
リ

ソ

一
月

事
件

、

ル
ー

ル
地
方

の
ゼ

ネ

ス
ト
鎮
圧

お
よ
び
ザ

ク

セ

ソ
、

チ

ュ
ー
リ

ソ
ゲ

ン

.
ラ

ソ
ト

に
対

す

る
措

置

の
三

つ
の
事
例

に

つ
い
て
紹

介

す

る
。

(.133)31



ω

ベ

ル
リ
ソ

一
月
事
件

共
産
党

お
よ
び
独
立
社
会
民
主
党
左
派
を
中

心
と
す
る
反
政
府
運
動

は

一
九
年
春

の
闘
争

の
失
敗

に
よ
り

一
時
鎮
静

す
る
が
、

二
〇
年

に
入
る
と
再
び
昂
揚
す
る

こ
と
に
な
る
。

二
〇
年

一
月
、
ま
ず

ル
ー

ル
地
方

で
鉄
道
労
働
者

に
よ
る
大
規
模

な

ス
ト
ラ
イ
キ
が
発
生
し
、

共
産
党
系
労
働
者

に
よ
る
市
庁
舎

(力
鷺
ゴ
p。
=
。。
)

占
拠
事
件
が
生
ず
る
が
、
さ
ら

に
、

二
日
後

の

一
月

=
二

日
に
は
凄
惨
な
ベ
ル
リ
ソ
事
件
が
発
生
す
る
こ
と

に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

共
産
党
お
よ
び
独
立
社
会
民
主
党

は
、
当
時
国
会

で
審
議
中

の
経
営
評
議
会
法

(=d
o
三
〇
訂
「葺
£
勢
9
N
)

に
反
対

し
て
、
国
会
前

に
大

規
模

な
デ

モ
を
動
員

し
た
。
デ

モ
は
、
当
初

は
平
穏

に
行
な
わ
れ
て

い
た
が
、
や
が

て
、
デ

モ
隊

と
国
会
警
備

の
警
官
隊

と
の
間

に
こ
ぜ

り
合

い
が
始
ま
り
、
遂

に
、
国
会
占
拠

の
虞
れ
あ
り
と
判
断

し
た
警
察
当
局
が
機
関
銃

の
使
用
を
命

じ
た
た
め
、
デ

モ
隊
側
に
四
〇
数
名

の
死
者
を
含
む
多
数

の
負
傷
者

を
出
す

に
い
た
り
、

こ
の
た
め
、
首
都

ベ

ル
リ
ソ
は
激

し

い
抗
議
デ

モ
の
渦
巻

く
中

で
不
穏
な
情
勢

に
包

ま
れ
る

こ
と

に
匁

摩

こ
の
よ
う
稽

勢

の
中

で
、

事
件

の
拡
大
と
波
及
を
恐
れ
た
大
統

領

テ

ベ

ル
ト
お
よ
び
政
府

(葛

は
社
会

民
主
党
バ
ゥ
ア
ー

(しウ
"
二
律
))

は
、

直

ち

に
非
常

措

置

権

を
発
動

し
、

一
月

=

日

に
は

ル
ー

ル
地
方

に
、

さ

ら

に

一
三
日

に
は
バ

イ

エ
ル

ソ
な
ど

数

ラ

ソ

ト
を
除

く

ド

イ

ッ
全

土

に
非

常

事

態

(k.〆
¢
碑
コ
P
ゴ
『コ
O
N
自
Q∩
酢節
コ
ニ
)
を

宣
言

し
、

基

本
権

の
停

止
、

国
防

大

臣

へ
の
執

行
権

の

移
譲

お

よ
び
刑
罰

の
新
設

・
加
重

等

の
措

置

を
と

っ
た

の
で
あ

る
。

こ

の
基

本
権

の
停

止
、

執

行
権

の
移
譲

お
よ
び
刑

罰

の
新

設

.
加

重

と

い
う
非

常
措

置

の
基
本

類

型

(
こ
の
ほ
か
に
も
後
述
す
る
軍
法
会
議

の
設
置
な
ど
が
あ
る
)
を
含

む

一
月

一
一
日
お

よ
び

=
二
日

の
命
令

は
、

こ
れ

以

後
第

四

八
条

第

二
項

に
も

と
つ

い
て
多
数

発

せ
ら
れ

た
大
統

領

命
令

の
代
表

的

な
も

の
で
あ

る

の
で
、

以
下

参
考

の
た

め

一
月

一

三
日
命

令

を
紹

介

し

て
お
く

こ
と

に
し

よ
う
。

私

(大
統
領
-
筆
者
)

は
、
憲
法
第
四
八
条

に
も
と
づ
き
、
パ
イ

エ
ル
ソ
、
ザ
ク
セ
ソ
、
ヴ

ュ
ル
テ
ソ
ベ

ル
ク
お
よ
び
バ
ー
デ
ソ
を
除
く
ド
イ
ッ
全

土
に
対
し
て
、
公
共
の
安
全
と
秩
序
を
回
復
す
る
た
め
に
以
下

の
こ
と
を
命
ず

る
。

第

一
条

嵐
法
第

=

四
条
、

=

五
条
、

一
一
七
条
、

一
一
八
条
、

一
二
三
条
、

一
二
四
条
お
よ
び

一
五
三
条

の
効
力
を

一
時
停
止
す
る
。

し
た
が

っ
て
・
人
身

の
自
由

の
制
限
、
出
版

'
集
会

・
結
社
を
含
む
表
現
の
自
由

の
制
限
、
信
書

・
郵
便

.
電
信

.
電
話
の
秘
密

に
対
す
る
侵
害
、
家
宅
捜
索

32{134)



憲 法 鯉(Verfassungsdurchbrechung)の 馳

.
押
収

お
よ
び
所
有
権

の
制
限

は
、
法

律
上
定

め
ら
れ

た
限
度

に
か

か
わ

り
な
く
許

さ

れ
る
・

葉
鞠
馨

綴
馨

難
議
隔酪
鯵

欝
鞭
無

疑
鑓

疑

鹸
に
鴛

藷

纏

馨

喉

庁
に
対
す
る
軍
司
令
官
の
指
警

ら
び
に
、
住
民
に
対
す
爵

令
茎

般
的
零

は
、
政
暑

麟灘

灘
韓
雛

　聯
鱗
難

襟

撤懲
欝

難

ス
礁

難

講

難

鞘

混
蕪

鍵

難

確

に
-
る
あ
ら
ゆ
る
活
動
は
こ
れ
を
禁
止
す
る
.
公
共
交
議

第

七
条

こ
の
命
令

は
、
公
布

と
と
も

に
効
力

を
生
ず

る
。

大

〃統

領

"
エ
ー
ベ

ル
ト

総
理
大
臣

…
バ

ゥ
ァ
ー

国
防
大
臣

叫
ノ

ス
ケ

　
　

　

こ
の
よ
、つ
に
、
大
統
領

エ
ー
ベ

ル
ト
お
よ
び
政
渡

、
非
常
措
霧

を
迅
速

箋

動
し
効
果
的
な
謹

を
き

」
と

に
よ
り
憲

法
制

定
直
後

の
当
面

の
危
機

を

一
応
回
避
す
る
こ
と
に
成
功

し
た

の
で
あ

る
。

②

ル
ー
ル
地
方

の
ゼ
ネ

.
ス
ト
鎮
圧

さ
ら

に
、
左
翼

に
対
す

る
非
常
謹

権

の
華

な
発
動
例

は
カ

ッ
プ

一
揆
を
契
欝

発
生

し

の

た
労
働

者

の
ゼ

ネ

・
ス
ト
鎮

圧

の
さ

い
に
見

る

こ
と
が

で
き

る
。

13く

二
。
年
三
月
、
極
右
民
整

磐

カ
ッ
プ

(囚
・・琶

と
鰐

軍
笙

軍
団
司
令
亨

ユ
考

ッ
ツ
醤

(・
…

⊃豪

尋

)
は
・

お

湘



国
防
軍
の
華

墓

に
し
て
共
和
国
打
倒
の
軍
事
行
動
を
起
し
た
.
こ
の
た
め
バ
ウ
ア
蔽

府
は
、
直
ち
に
国
防
軍
参
謀
総
長
ギ

ク

緻

ト

(ω
雲

)
髪

援

を
要
請

し
た
が
拒
否

さ
れ
、

こ
の
箪

蚤

命
部
隊

は
難
な
く
ベ

ル
リ
ソ
の
首
相
官
邸

の
占
拠

に
成
功
し
、

三
月

醐

;

亘

カ

ッ
プ

は
新
政
藩

妾

宣
二一面
し
た
の
で
あ
る
.

し
か
し
、

こ
の
よ
う

に

蒔

成
功

し
た
か
に
見

え
た
壷

反
革
命
も
、
喋

(

に
発
生

し
募

讐

に
よ
る
激
し

い
反
対
運
動

の
た
め
、
政
権
樹

立
後
僅

か
四
晶

で
叢

に
帰
す
る
.」
と

に
な

っ
た
.

三
旦

三
日

シ

ュ
ト

ッ
ト
ガ

ル
ト
に
逃
れ
た
政
府

茎

国

の
労
働
者

置

ち
に
ゼ
ネ

三

ト
を
呼

び
か
け
、

.」
れ

に
呼
応

し
て
全
国
各
地
で
大
規
模
な

ゼ
ネ

.
ス
ぶ

発
生
す

乏

い
た

っ
た
・

こ
の
た
め
、
首
都

ベ

ル
多

を
中

心
に
電
気

.
水
道

.
交
通

.
運
輸
等

の
諸
機
能
が

ほ
ぼ
全
面

的

に
停

止
し
た
の
み
な
ら
ず
・
ベ

ル
多

で
笑

多
数

の
霧

皐

ス
ト
ラ
イ
窪

参
加

し
た
た
め
、
行
政
機
態

完
倉

麻
痺
状
態

に

陥

る
こ
と
に
な

っ
た
・
勿
論
・

こ
の
よ
う
華

態

に
対

し
て
カ

ッ
プ
政
繧

部
隊

姦

入
し

ス
ト
一ブ
イ
キ
鎮
圧
を

は
か

っ
た
が
、
中
部
ド

イ
ッ
を
中
心
と
し
た
多
数

の
地
域

で
労
働
者
側

の
激

し

い
武
力
抵
抗

邊

芒

、
加
え

て
国
防
軍
参
謀
総
長

ギ

ク
ト
指
揮
下

の
国
防
軍

の
主
力
部
隊
が

こ
の
轟

に
芒

三

霊

的
」
立
場
羅

持

し
た
た
め
、

カ

ッ
プ
政
権

は
急
穆

孤
立
す
る

に
い
た
り
、
政
蕪

立
四

日
後

の
三
量

吉

倒
芒

た

の
孫

ボ
ご

」
の
よ
う
に
、
右
蔑

革
命

の
企
図

に
よ
る
共
和
国
最
大

の
危
機

は
、

=

月
革
命

の
性
格

を
反
映
し
て
・
共
和

国
の
権
力
騰

の
内
部

か
ら
、

し
か
も
そ

の
中
枢
部
芝

よ

っ
星

ぜ

し
め
ら
れ
、

こ
の
た
め
、
大
統
領

の
非
常
措

置
穫

そ
れ
叢

も
行
使
さ
れ
る
べ
き
瞳

役
立
た
ず

の
も

の
と
な
り
、

こ
の
箪

、
危
擦

労
働
者

の
ゼ
ネ

.
ス
ト
に
よ

っ
て
回
避

さ
れ

る
こ
と

に
な

っ
た

の
で
あ

る
・

こ
の
事
例

は
、
勿
論

ワ
イ

了

ル
ギ

ッ
の
特
肇

憧

稟

す
る
も

の
で
は
あ
る
が
、
同
時

笠

攣

義
国
窪

お
け
る
緊
急
権

の
欝

に
さ

い
し
て
重
嚢

示
唆

を
提
供
す

る
も

の
と

い
え
よ
う
。

と

こ
ろ
で
・
以
上

の
よ
う

に
共
和
国
最
大

の
危
機
募

讐

の
ゼ
ネ

三

ト
に
よ

っ
て
回
響

れ
た

.芝

は
、
当
時

の
政
庭

と

そ

同
鷺

麺

な
危
機

の
発
生

を
意
味
す
る

こ
と

に
な

っ
た
.

カ

ッ
プ
政
欝

援

、政
府

は
直

ち
に
ゼ
ネ

.
ス
ト
の
即
時
停
止
を
呼
掛

け
、

こ
の
結
果

三
月

二
。
日
・
政
府
袋

と
組
合
袋

と

の
間

で
、

一
揆
参
加
部
隊

の
即
時
嚢

篠

と
処
罰
、
軍
隊

お
よ
び
行
政

の
民
主
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)

的
改
革
、
国
防
大
臣

ノ
ス
ケ
の
退
陣
等
を
内
寮

す
る
魅

が
籍

さ
れ
、

こ
れ

に
も
と
つ

い
て
ゼ
ネ

.
ス
ト
は
繧

停
些

c
れ
る
に
い

た

っ
奈

、

ル
ー

ル
地
方

で
は
、

.」
の
協
定
を
不
満

と
し
て
ゼ
ネ

・
条

は
さ
ら
緑

続
さ
れ
る
こ
と

に
な

っ
た

の
で

あ

る
・

ル
ー

ル
地

方

は
、
周
知

の
よ
う

に
、

ド
イ
ッ
エ
業

の
心
臓
部

と
し
て
の
位
置
を
占

め
て
お

り
、

し
か
も
前
述

し
た
務

で
も

ふ
れ

た

よ

う

に
・
共

産
党

の
勢
力
が
綾

的
強

い
地
域

で
も
あ

っ
た
.

こ
の
た

め
、

}
揆
打
倒

の
ゼ
ネ

・
ス
ぶ

発
生
す
る
や
・
同
地
区
担
当

の
国
防
軍
第
四

軍
留

書

ヴ

ァ
ッ
一ア
ル
将
軍

(。
.⇔
・
・葺

く
鳶
§

は
、

亘

百

の
大
統
鯨

斜

も
と
つ

い
て
直

ち
に
部
隊
を
婆

遇
し
ズ

ト

一フ
イ
キ
鎮
圧
を
は
か

っ
た

の
で
あ

る
.

し
か
し
、

物」
の
国
防
軍

の
派
藻

逆

に
鶴

者

の
態
度
を
硬
化

さ
芸

こ
と
に
な
り
・

カ

ッ
プ
政

権
倒
壊
後
の
組
合
幹
部
に
よ
る
事
態
収
拾
の
動
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
闘
争
は
貢

力
¥

逗

同
地
方
の
護

党
お
よ
び
独
山混
社
会

嘱
主
党
左
派

の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
、
約
七
万

の
武
装
労
婁

か
ら
な
る
赤
軍

(閃
O
〔O
>
鴨筥
①O)
が
結
成
さ
れ
・
国
防
軍
と

の
間

に
激

し

訟

リ
ケ
ー
ド
戦
震

開
さ
れ

る
』、
と
に
な

っ
た
.

し
か
し
、
赤
軍

は

蒔

は

ル
ル

お
よ
び
そ

の
周
辺
地
域

を
確
保
す
る
に
い
た

っ
た

灘

懇
饗

　麗"巽
灘

華

難

肋纏
塞

こ
の

=

日
命
令

に
も
と
つ

い
て
と
ら
れ
た
代
表
的
措
置

は
次

の
三

つ
で

あ
る
。

ω

執
行
権

の
委
譲

同
命
令
第

二
条

(前
掲

夏

三
日
命
令
箋

条
に
同
じ
)
に

も

と
つ

い
て
・

ル
ル

地
方

の
執
行
権

は
・
国
防
軍

第
四
軍
留

書

ヴ
ァ
ッ
一ア
ル
醤

お
よ
び
政
府
責

(窪

讐

ヨ
量

ゼ
フ
ェ
多

グ

(ぎ

ヨ
『窺
三

委
譲
さ
れ
た
・
と
り
わ

雛

籍

継

鰻

講

騒

雛
羅

影
嚢

繧

馨

・-
れ
る
、、と
に
な
久
、あ
た
喚
謂

く

@

渠

権
の
停
止

さ
ら
に
、

国
防
軍
に
よ
る
効
果
的
な
制
圧
行
動
を
可
態

し
た
の
は
・

=

日
命
令
第

一
条

三

亘

叩
令
罪



繍
辮

蝶

　
　

　
凝
藤
雛

報
讐
び諺
擁
ギ

讐
咽鯵
熱
羅

難
論
鎌
霧
犠
難
蕪
灘
織
欝
騰

す
る
者
三
名
ξ

て
機

さ
れ
た
の
に
芒

て
、
後
葎

状
況
に
応
じ
て
国
防
大
臣
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
る
も
の
で
、
軍
司
令
官
が
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任

命

す

る
満

二
〇

歳

以

上

の

「
品

行

方

正

な

」

(
毒

ぴ
塁
。
ぎ

一伶2

)
者

三
名

(
但

し
、

裁
判
長

は
将
校

(()
{
h葭

。
「
)

で
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
)

に
よ
り
構

成
さ
れ
、

い
ず
れ
も
、
特
別

の
略
式
手
続

で
鐘

さ
れ
た
.
と

り
わ
け
、
即
決

軍
法
会
議

は
、
被
疑
者

の
逮
捕
後

二
四
時
間

以

内

に
判
決

し
な

け
れ
ば

な
ら
ず

、

し

か
も
、

死

刑
を

の
み
言
渡

す

こ
と
が

で
き

た

(死
刑

に
該
当
し
な
い
場
合
・

ま
た
は
二
四
時
間
以
内
に
判

決

す
る

,、
と
が

で
き
な

か

っ
薦

A
、
に
は
、
特

別
軍
法
会
議

に
移
送
さ
れ

る

こ
と

に
な

る
)
.

の

み

な

ら

ず

、

こ

の
判

決

に
対

し

て

は
・

普

通

裁

判

所

を
も
含

め
た
他

の
い
か
な
る
欝

へ
の
上
訴
も
許
さ
れ
ず
、
ま
た
、
刑

の
執
行

は
、
軍
司
書

の
承
認
を
得

て
・
判
決
後
速

か
に
銃
殺

砕襲
葬
統
鶴

脈
縫
轡御鰐
賢
纒
錘
般
昴
遷
齢整
霞
勲
難

れ
、

ス
ト
ラ

イ
キ
鎮

圧

に
重

要

な
役
割

を
果

し
た

の
で
あ

る
。
特

に
国
防

軍

の
み

に

よ

っ
て
構

成

さ

れ

た
即

決

軍
法
会

議

で

は
・

「
共
産

主
義
者
」

に
対

す
る
憎
悪
と
復
讐

心
か
ら
死
刑
判
決

は
惜

し
み
な
く
下
さ
れ

る
こ
と

に
な
り
、

こ
の
結
果

こ
の
恐

る
べ
き
軍
法
会
議
に

対
す
る
恐
怖

か
ら
、
労
働
者

の
闘
争
心

は
著
し
く
萎
縮
す

る
こ
と
に
な

っ
た

の
で
あ
(穂

㈹

ザ

ク
セ
ソ
お
よ
び

チ

、
ー
リ

ソ
ゲ

ソ

ニ
フ
ソ
ト
に
対
す
る
措
置

左
翼

に
対
す

る
非
常
措
置
権

の
第
三

の
発
動
例

は
・
ザ
宅

ソ
お

よ
び

チ

ュ
ー

リ

ソ
ゲ

ン

・
ラ

ン
ト

に
対

す

る

一
連

の
醤

に
見

る

》」
と
が

で
論

・

ザ

ク

セ

ソ
お

よ

ひ
チ

ュ
ー

リ

ソ
ゲ

ソ
地
方

は
・

元
来

独

立
社

会

民
主

党

お
よ
び
曜

党

の
勢

力
姦

い
こ
と
も

あ

っ
て
、

カ

ッ
プ

一
揆

発

生
後

こ
れ

ら

の
ラ

ζ

で

ソ
ヴ

ー

テ

政
権

の
樹

立

が
企

図

さ
れ

る

こ
と

に
な

っ
た
。

こ

の
た

め
、

大
統

領

エ
ー
ベ

ル
ト
は
、

直

ち

に
非

常
措

置
権

を
発
動

し
、

こ
二
年

三
月

二
二
日

の
命

令

(
チ

ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
)
、

お
よ
び

四
月

一
〇

日

の
命
令

(ザ
ク
セ
ン
)

に
よ

り
基
本

権

を
停

止

す

る
と
と

も

に
、

両
地
方

に
政

府
委

員
を

派
遣

す

る
措

置

を
と

っ
た

の
で
あ

る
。

こ
れ

ら

の
政

府

委
員

は
、
同

地
方

の
公
共

の
安
全

と
秩

序

を
回
復

す

る
た

め

に
・

法
律

的

効
力

を
有

す

る
命
令

の
制
定

を
含

む
あ

ら
ゆ

る
必
要

な
措

置

を
と

る
権

限

を
付

与

さ
れ

る
と

と
も

に
、

さ

ら

に
・

チ

ュ
ー

リ

ン
ゲ

ン
政

府
委

員

は
・
同

ラ

ソ

ト
政
府

の
閣
僚

を
任

免

す

る
権

限

を
、

ま

た
、
ザ

ク

セ
ソ
政
府

委

員

は
、

ラ

ン
ト
議
会

を
解
散

し
新

た
な
選

挙

を
行

な
う

こ
と

に
よ

(139)37



　
レ

　

り
「
合

法
的

な

ラ

ソ
ト
政

府

」

(。
『曾

§

αq
。。ヨ
妾

置
Φ

富

巳

霧
器
σq
§

¢
コ
ゆq
)
を
形
成

す

る
権
限

を
そ
れ

ぞ

れ
付
与

さ

れ
、

こ

の
結

果
、

そ

れ

38

そ

れ

の
ラ

ソ
ト

で
短

期
間

の
内

に
社

会

民
主

党
、

民
主

党

を
主

体

と
す

る

ワ
イ

ゴ
ー

ル
共

和

国

に
適

合
的

な

「
合

法

的

ラ

ソ

ト
政
府

」

が

の

(18
)

14

形

成

さ

れ

る

に

い
た

っ
た

の
で
あ

る
。

(

し

か

し
・

元
来

左

翼
勢

力

の
強

い
こ
れ
ら

の
地

方

で
は
、

二
三
年

に
入

る
と
再

び
左
翼

政

権
が

形

成

さ
れ
、

国

政
府

と

の
間

に
緊

張
が

生
ず

る

こ
と

に
な

っ
た
。

先

ず
ザ

ク

セ

ソ
で

は
、

後

述

す

る
バ

イ

エ
ル

ソ

に
お

け

る
右

翼

政
権

の
成
立

に
も
触

発

さ
れ

て
、

二

三

年

三

尺

社
食

主
党
論

窟

す
る
ツ
ァ
イ
ク
す

(N
9
四邑

を
首
班
と
す
る
左
翼
政
権
畿

立
し
、
こ
の
政
権
の
下
三

プ
駕

タ
リ

ア
百
人
隊

」

(零

9
0δ
ユ
ω
9
。

嵩
§

血
。
隣
⑳
。
ぎ

P
)

と
称

す

る
社
会

民

主

党

と
共

産
党

の
合

同

軍
事

組
織

が
結

成

さ
れ

た

の
で
あ

る
。

こ

の
よ
う
差

募

働
者

の
み
か
ら
な
る
畢

組
織

の
結
成

は
、

い
う
ま

で
も
な
く
国
政
府

お
よ
び
国
防
軍
を
着

く
刺
轡

た
が
、
さ

り

に
八
月

・

ッ
ァ
イ

ク

ナ
ー
が

ラ

ソ

ト
議

会

で
国
防

軍

と
右

翼

軍
事

組
織

と

の

つ
な
が

り
を
非

難

す

る
演
説

を
行

な

っ
た

た

め
、
ザ

ク
セ

ソ

政
府

と
国
政

府

と

の
関

係

は
急
速

に
悪

化

す

る

こ
と

に
な

っ
た
。

そ

し

て
、

こ

の
よ
う

な
状

況

の
下

に
、

二
三
年

一
〇
月

一
〇

日
、

ツ

ァ

　
　

　

イ

ク

ナ
ー

を
首

班

と
す

る
社

会

民

主
党

と
共
産

党

の
左

翼

連

立
政
権

が

形

成

さ
れ

た

の
で
あ

る
。

こ

の
た

め
国
防

軍
第

四
軍

団
司

令

官

、、、

ユ
ー

ラ
ー
将

軍

((甲O
ゴ
O
「"
一
一1・{ζ
一一〇「
)
は
、

同

年

九
月

二

六
日

の
大
統

領

命

令

(後
述
)

に
も

と
づ

き
、

一
〇

月

=

二
日
、

「
プ

ロ
レ
タ

リ

ア
百
人
隊
」
を
含
む

一
切
の
輩

肇

懇

の
蟹

と
禁
止
を
會

、
こ
の
命
令
の
履
行
を
多

セ
ソ
政
府
が
拒
否
す
る
や
、
直
ち
に
同

月

一
七

日
国
防

軍

に
出

動

を
下
命

し
、

激

し

い
戦

闘

の
末

同

地
方

を

完
全

に
制

圧

し
た

の

で
あ

る
。

こ
の
た

め
、

首
相

ツ

ァ
イ

ク

ナ
ー

は

辞

職

し
、

さ

ら

に
他

の
閣

僚

も
、

同
月

二
九

日

の
大

統
領

命

令

に
よ
り
派
遣

さ
れ

た
政
府

委

員

ハ
イ

ソ

ツ

ェ

(}山
o
ヨ
N
o
)

に
よ
り
解

任

さ

れ
・

こ

こ
に
ザ

ク

セ
ソ

の
左

翼
政

権

は
完

全

に
打
倒

さ
れ
、

以
後

、

二
〇
年

の
場
合

と
同

様

に

一
〇
月

三

一
日

に
社

会
民

主
党

右
派

に
属

す

る

フ

ェ
リ

ッ
シ

ュ

(舅
巴
ヨ
〔げ
)
政
権

が
組

織

さ
れ
、

さ

ら

に
、

翌

二
四
年

一
月

に
は
社

会

民
主

党
右

派
、

民

主
党

、
そ

れ

に
人
民

党

か

ら
な
る
ブ

ル
ジ

ョ
ア
政
権
が
垂

葛

三

糧
な

っ
た
の
で
麓

.
そ
し
て
、

チ

言

リ
ソ
ゲ

ソ

・
ラ
ソ
あ

壷

政
権
も
ま
た
、

呈
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と

ほ
ぼ
同
様

の
経
過
を
経

て
打
倒
さ
れ

る

こ
と
に
な

養

・

(-)隆

郵

.翫録

鍵
麹

轟
〔蕪
難

駐
舞

八鞍

難

無

麟
鎌
騰
鑑

　銘

験
.馨

筆

蔀

舗

壁

礁

止
改・れ
る
ま
で
存
続
し
た

(戸
"
凄
喜
。「』
・押
O
二
辺
樽{5
).

(
7
)

男

7
8

≦

鋒

男

塁

・
o
二

.
卜。
p

(
8
)

窪

-

乱

9

～
,暮

即

幻
』

寿

;

.
斜

9

の
噸
卜。
ω
轡

(
9
)

男

7
圃
ン

く
舅

男

蟄
』

.
。
二

乱

題

`

(
)̀1
)

妻

二

.
…
。
、

両
.
刀
・
碁

ぴ
。
;

■
勲

。
=

つ。
§

。・
.

(
u
)

軍

法

会
議

設

置

に

つ
い

て

の
授

権

は
、

ム
叩
ム"
に

よ

る

ほ

か
、

贔

や
文

書

に

よ

昊

統

領

か

ら

軍

更

貴

政

府

委

員

に
対

し

て
個

々
的

簿

、κ

ら

れ

た

(
塑

㌍

ぎ

げ
g

帥
噛
帥
.
o

二

。。
の

脅
b。
算

詑

①
)
。

(
稔

=

葺

・
の
護

§

9

・・
ω
導

;

;

・節
琴

ζ

二・
b

二

等

。・
噛
。・
む・
.

,
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關

た

(
}P1
)

た

だ

し
憲

法

第

6

五

条

は
・

篁

項

皿剛
段

で
特

裂

判

所

姦

止

し

κ̂
が
、

後

段

嘱、
、

「
法

律

の
定

め

る
軍

法

会
議

」

(
・c
¢
、。
一N
=
∩
『
。

　

(、)蕪

蕪
擬

蕪

縫
籍

鱗
縦議

繋

(51)縮

懲
灘
離

謙
櫛瞭
饗

疑

響

曝灘

雛

鵜
傷

よ

っ
て
課
せ
ら
れ
た
霧

藁

さ
な

い
こ
と
)

が
同
時

に
第
二
項

の
要
件

(
公
共
萎

全
と
秩
序

に
対
す
る
裏

な
堕

、
の
発
生
)

を
礫

す
る

欝

撫
難
繰
鷲熱
蕪
雛

　　難
叢

ず

れ

に
も

と
つ

く

も

の

で
あ

る

か

は
命

書

体

に

は
明

ら

か

に
さ

れ

て

い
な

い
。

(
61
)

国
』

』

昏

。
;

・
p
・
ρ

"
ω
.
悼
ω
ω
旧
ρ

ピ
』

。
婁

。
『
・
p
・
"
・
9

℃
℃
・
ω
¢
,お

.

(
17
)

巴
』

』

=
σ
。
ひ

起

・
9

ω
。。
・
鍍

,・。
ω
㎝
・

嫉
継
難

欝
縣
倒贈鰻
欝

鷲

た

め

の
軍

素

織

と

し

て

の
籍

を

も

量

て

い

た

(
聞
』

・
ぎ

詩

冨

帥
』

b

・曽
や
L

費

団
』

」
客

①
『
・
.
・
〔

c
・

・,
・
・。
。。
。。
)
.
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(
21
)

罵
・
に
」
ぎ
げ
①
プ

鋤
』

・
C
こ

¢
b」
Qc
Qc
・

(
22
)

一σ
乙
二

ω
.
bQ
Gc
Qc
噛

(
23
)

一
三
血
こ

ω
.
卜。
Qc
Q。
、
一勺
.
ン
{ン
く
艮
臨
コ
望

P

F

O
こ

宰

註

.

(
24
)

閣
.
閑
・
一
ご

σ
0
5

鉾

餌
.
O
こ

ω
.
b⇔
Qc
ρ

(
25
)

チ

ュ
ー
リ

ン
ゲ

ン

・
ラ

ン
ト
で
は
、

先
述

し
た

よ
う

に
、

二
〇

年

三
月

以
来
社
会
民

主
党

と
民

主
党

の
連

立
政
権

が
支
配

し
て

い
た
が
、

二

一

年

一
〇
月
社
会
民

主
党

の
単

独
政
権

が
成

立
し
、

さ

ら

に
、

…
…
三
年

一
〇
月

に
は
、

ザ

ク

セ
ン
と
同
様
、

社
会
民
主
党

と
丘
ハ
産
党

の
連
立
政
権

が

誕
生

し
た
。

そ

し

て
、

こ
の
政
権

の
下

で
も

プ

ロ
レ
タ
リ

ア
百
人
隊
等

の
左
翼

労
働

者

の
み
か
ら
な

る
軍

事
組
織

が
結
成
さ

れ
た
た

め
、

国
防
軍

第

五
軍
団

司
令
官

ラ
イ

ン

ハ
ル
ト
将
軍

(
O
①
鵠
Φ
ぴ頃
巴

菊
ゴ
o
冨
ゴ
震
象
)

は

チ

ェ
ー
リ

ン
ゲ

ン
政
府

に
こ
れ
ら

の
軍
事

組
織

の
解
散

を
命
じ
、

そ

の

履
行

が
拒
否
さ
れ

る
や
直

ち

に
国
防
軍

を
派

遣

し
、

同
地

方
を
制

圧
し
た
。

こ
の
結

果
、

一
一
月
、

共
産
党
所

属

の
二
名

の
閣
僚

は
辞

職

し
、

翌

二
四
年

二
月

に
は
、

人
民

党

ロ
ィ
ト

ィ

ッ
セ

ル

(一し
O
口
叶
ゴ
Φ
=
o謄
oqO
門
)
を
首
班

と
す

る
右
翼
ブ

ル
ジ

ョ
ア
政
権
が
成
立
す

る

こ
と
に
な

っ
た

(匡
・沈
・

一闘
窺
σ
o
さ

P

P

O
こ

ω
』
¢
課
.)
。
な
お
、

以
上

の
よ
う

な
ザ

ク

セ
ン
お

よ
び

チ

ュ
ー
リ

ン
ゲ

ン
に
対

す

る
措
置

に
抗
議

し

て
、

当
時

シ

ュ
ト

レ
ー

ゼ

マ
ン

(
O
・
ω
霞
窃
①
日
9
=
昌
)
内

閣

の
主
力

を
形

成

し
て
い
た
社
会
民
主
党

閣
僚

は

二
三
年

一

一
月

二
日
辞

職

し
、

こ
の
た

め
、

同
内

閣

の
独
裁

的
統
治

の
基
礎
を

な
し
て

い
た
授
権

法
は
失
効

す

る

こ
と

に
な

っ
た

(
閃

・
剛≦
・
ξ

象
吋
ぎ
ψ

働
』

.
O
こ

℃
・
刈
O
)
。

二

右

翼

に
対

す

る
運

用

以

上

の
左

翼

に
対

す

る

運

用

と

著

し

い
対

照

を

示

し

た

の
が

右

翼

に
対

す

る

運

用

で

あ

る
。

そ

こ

で

は
、

非

常

措

置

権

は
全

体

と

し

て

控

え

目

に

発

動

さ

れ

た

に

と

ど

ま

り

、

ま

た

発

動

さ

れ

た
場

合

も

そ

の
威

力

を

十

分

に

発

揮

す

る

こ
と

は

で

き

な

か

っ
た
。

こ

の

こ

と

は
、

前

述

し

た

カ

ッ
プ

=
撲

の
場

合

に
明

瞭

に

見

る

こ
と

が

で

き

る

が

、

さ

ら

に
、

国

と

バ

イ

エ

ル

ソ

・
ラ

ソ

ト

と

の

一
連

の
対

立

抗

争

(
以
下

バ
イ

エ
ル
ン
紛
争

と
呼

ぶ
)

の
場

合

に

も

見

る

こ

と

が

で
き

る

。

こ

の
バ

イ

エ
ル

ソ
紛

争

は
、

前

述

し

た

ザ

ク

セ

ソ

お

よ

び

チ

ュ
ー

リ

ソ
ゲ

ソ

の
場

合

と

同

様

に
、

主

と

し

て

ラ

イ

ヒ
強

制

に
係

る
問

題

で

は
あ

る
が

、

以

下

で
紹

介

す

る

よ

う

に
、

非

常

措

置

権

と

無

関

係

で

は

な

く

、

ま

た

、

ザ

ク

セ

ン

お

よ

び

チ

ュ
:

リ

ソ
ゲ

ソ
左

翼

政

権

に
対

す

る
運

用

と

対

比

す

る

意

味

で

も

紹

介

し

て

お
く

必

要

が

あ

る

と

思

わ

れ

る
。
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ま
ず

、
バ

イ

エ
ル

ソ
紛

争

を
紹
介

す

る
前

に
、

バ

イ

ェ
ル

ソ
右

翼

政
権

が
成

立

す

る

に

い
た

っ
た
経

緯

を
簡

単

に
紹

介

し

て

お
く

こ
と

に
し

よ
う
。
バ

イ

エ
ル

ソ
で

は
、

=

月

革

命

発
生

後

、

い
ち
早

く
君

主
制

が
廃

止

さ

れ

る
と

と
も

に
、

労

兵
協

議
会

を
背

景

と

し
た
独

立
社

会

民
主

党

ア
イ

ス
ナ

!

(団
一。。コ
寓
)

政

権

が
誕

生

す

る

こ
と

に
な

っ
た
。

ア
イ

ス

ナ
ー

は
、

一
八
年

か
ら

一
九
年
初

め

に
か
け

て
、

ド

イ

ツ
全

体

の
傾

向

と

は
逆

に
、
労

兵

協

議

会

の
支
持

を
背

景

に
社

会

主
義

的
改
革

を
着

実

に
推

進

し

た
が

、

一
九
年

二
月
、

右

翼

の
兇

弾

に
倒

れ
、

こ

の
た

め
、

社

会

民
主

党

ホ

フ

マ
ソ

(頃
o
駿
目
帥
昌
コ
)
を

首
班

と

す

る
社

会

民

主
党

と

独
立

社
会

民

主
党

の
連

立
政

権
が

形

成

さ
れ

る
が
、

四
月

、
バ

イ

エ
ル
ソ

の
首
都

ミ

ュ
ソ

ヘ
ソ
で
共

産

党

に
よ

り
協

議

会
共

和

国
が
樹

立

さ
れ
、

こ

の
結

果
バ

イ

エ
ル

ソ
に

は

二

重

政

権
が

生

ず

る

こ
と

に
な

っ
た
。

し
か

し
、

ミ

ュ
ソ

ヘ
ソ
の
共

産

党

政
権

は
、

約

一
〇

万

の
国
政
府

軍

に
よ

り
直

ち

に
制

圧
さ

れ
、

再

び

ホ

フ

マ
ソ
政

権

(但
し
、

こ
の
事
件

の
た
め
独
立
社
会
民
主
党
は
離
脱
し
、

代

っ
て
民
主
党
、

バ
イ

ェ
ル
ン
人
民
党
な
ど

の
ブ

ル
ジ

ョ
ア
政
党
が
政

(
1

)

権

に
加
わ
る
)

が
復

帰

す

る

こ
と

に
な

る
。

こ

の
よ
う

に
、

全

体

と

し
て
左
翼
勢

力

が

急
速

に
後
退

す

る
中

で
、

二
〇

年

三
月

軍
事

ク

ー

デ

タ

ー
が

発

生

し

た

の

で
あ

る
。

二
〇
年

三
月

一
四

日
、

パ

イ

エ

ル

ソ

駐
留

の
国
防

軍
第

七
軍
団

司
令

官

メ
ー

ル
将

軍

(O
。
琴

三

ゴ

≦

・三
)
は
、

カ

ッ
プ

一
揆

発
生

と

と
も

に
そ
れ

に
呼

応

し

て
軍
事

ク

ー
デ

タ
1

を
起

し
、

ホ

フ

マ
ソ
政
権

を
打

倒

す

る
と

と
も

に
、

代

っ

(
2

)

て
保

守

的
官

僚

力
ー

ル

(<
・
ス
魯

「
)

を
首

班

と
す

る
右

翼
ブ

ル
ジ

ョ
ア
政
権

の
樹

立

に
成

功

し
た

の

で
あ

る
。

そ

し

て
、

こ
れ

以
降

、

バ

イ

エ
ル

ソ
は
バ

イ

エ
ル
ソ
人

民
党
、

国

家

人

民
党

お
よ
び
国

防

軍
等

の
反
革

命
勢

力

の
支

配

の
下

に
、

ワ
イ

マ
ー

ル
共
和

国
打

倒

を
目

ざ

す

民
族

主
義

的
諸

団

体

の
牙
城

と
な

り
、

急

速

に
分
離

主

義
的

傾

向

を
強

め
て

い
く

こ
と

に
な

っ
た
。

一
連

の
バ

イ

エ
ル

ソ
紛

争

は

こ

の
よ

う
な
状

況

の
下

に
発
生

し

た

の
で
あ

る
。

こ
の
バ

イ

エ
ル
ソ
紛
争

は
、

二
三
年

の
紛

争

を
頂

点

と

し
て
都

合

三
回
発

生

し
た
。

以

下

順

を
追

っ
て
紹

介

し

よ
う
。

ω

第

一
次

バ

イ

エ
ル
ソ
紛
争

第

一
次

紛
争

は
、
一
連

の
右
翼

テ

ロ
を
契
機

に
発
生

し

た
。

ま
ず

、

二

一
年

六
月

、
国
防

軍

お

よ
び
右

翼
軍

事
組

織

の
精

通
者

と

し

て
知

ら

れ

て

い
た
社

会

民
主

党

ガ

ラ

イ

ス

(O
母
o
葛
)
議
員

が

右

翼

の
兇
弾

に
倒

れ

、
次

い
で
、
同
年

八
月

に

42(144)
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は
履

行
政

策

の
支
持

者

と

し

て
有
名

な
時

の
蔵

相

.
中

央

党

の

エ
ル

ツ
ベ

ル
ガ
i

(卑

N
σ
。
茜
㊦
「
)
が

右
翼

テ

ロ
に
倒

れ

た

の
で
あ

る
。

政

府

(藷

は
中
央
党
ヴ
ィ
ル
ト

(≦
三
ゴ
))
は
、
直

ち
に
右
翼

に
よ
る
テ

・
の
煽
動
を
厳

し
く
輩

す
る
世萌

を
発
表
す
る
と
と
が

・
八

月

二
八
日
、
非
常
措
羅

を
発
動

し
、
憲
法

お
よ
び
簗

的
諸
制
度

の
暴
力
的
変
華

を
甥

す

る
新
聞

.
雑
誌

・
萎

を
禁
止
す
る
権
限

を
内

務

大

臣

に
与

、兄
る
命

令

を
制

定

し
た

の
で
あ

る
。

し

か
し
、

こ
れ

に
対

し

て
パ

イ

エ
ル
ソ
政

府

は
、

こ

の
命

令

は

ラ

ソ
ト
警

察
権

を

侵

害

す

る
も

の
と

し

て
激

し
く
抗

議

し
、
結

局

こ

の
抗

議
が

認

め
ら
れ

て
、
内

務

大
臣

は
命

令

の
執

行

を

ラ

ソ
ト
官

庁

に
要
講

す

る

こ
と

は
で
き

る
が
、
直
接

の
執
行

は
ラ

ソ
壱

庁
が
行
な
う
旨
、
命
令

は
変
更

毒

奪

し
て
・
笙

次
紛
争

竺

応
パ
イ

エ
ル
ソ
側

の
勝

利

に
終

っ
た

の

で
あ

る
。

②

第

二
次

パ

イ

エ
ル

ソ
紛

争

第

二
次

紛
争

も
右

翼

テ

ロ
を
契

機

に
発
生

す

る

こ
と

に
な

っ
た
。

二

二
年

六
月

・
外

相

ラ

ー
テ

ナ
ウ

(力
鋤
仲げ
O
コ
鋤
=
)
が

履

行

政
策

の
故

に
ま

た
も

や
右

翼

テ

ロ
に
倒

れ

た
。

こ

の
た

め
政
府

は
、

直

ち

に
共

和

国
保

護

を
目
的

と
す

る

二

つ
の

大

統

領
命

令

(内
容
は
前
記
壺

矢

月

二
八
日
△叩
A.
と
経

同
じ
)
を

制
定

し
、

さ
ら

に
国
会

は
、

七
旦

八

日
、

こ

の
二

つ
の
命

令

に
代

る
共
和
国
保
護
法

((ぎ

N
N
§

の
6
げ
三
N
鴛

ξ

量

姦

法
改
正
葎

と
し
て
制
定

し
、
事
態

に
対
処
ぎ

・
と

こ
ろ
が
・
こ
れ

ら

の
命
令

お

よ
び

法
律

は
、

そ

こ
に
定

め
ら
れ

た
犯
罪

を
処

理

す

る

た

め
新

た

に
附
裁

判

所

と

し

て
国

事
裁

判

所

(つ。
3
碧
コゆ働q
①ユ
6
耳
垂
9
)

を
創

設

し
、

こ

の
裁
判

所

に

ラ

ソ
ト
官
庁

に
対

す

る
軽
罪

に

つ
い
て

の
管

轄
権

を
も
与

え
る
と

と
も

に
、

さ

ら

に
、

と
ら

る
べ
ぎ
警

察

措

置

に

つ
い
て
禺

笑

臣
と

ラ
ソ
ト
官
庁
が

一
致

し
な

い
と
き
国
嚢

判
所

に
決
定
権
を
量

て
い
た
蒙

・
再

び
バ
イ

エ

ル

ソ
側

か

ら
、

ラ

ソ
ト
漏口同
権

を
侵

害

す

る
と

い
う
強

い
抗

議

を
受

け

る

こ
と

に
な

っ
た

の
で
あ

る
。
加

え

て
バ

イ

エ
ル

ソ
政

府

は
、

七
月

二
四

日
・

ワ
イ

マ
!

ル
憲

法

第

四

八
条

第

四

項

お

よ
び

パ

イ

エ
ル
ソ
憲

法
第

六
四
条

が
定

め

る
ラ

ソ

ト
政

府

の
非

常

措
置
権

を
発
動

し
、

バ

イ

エ
ル

ソ
に
お
け

る
共

和

国
保

護
法

の
効

力

を
停

止

す

る
措

置

を

と

る
と

と
も

に
、
内

容

上
同

法
律

に
類
似

す

る
命

令

を
制

定

し

た

の
で
鹸
8型
。

こ

の
よ
う

な
バ

イ

エ
ル

ソ

の
反
抗

的
態

度

に
直

面

し
た
大
統

領

工
ー

ベ

ル
ト
は
、
バ

イ

ェ
ル
ソ
首

相

レ
ル

ヘ
ソ

フ

ェ
ル
ト
(一L6

「O
ゴ
リ
コ
粘〇
一ユ
)
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宛

に
書
翰
を
送

り
、

こ
の
ま
ま
で
は
事
態

は
第
四
八
条
第

四
項

に
も
と

つ
く
廃
止
権
を
行
使
す
る
と

い
う
重
大
な
局
面

に
発
展

せ
ざ
る
を

　
　

　

え

な
く

な

る
が

故

に
、

速

か

に
事
態

の
解

決

に
努

力

す

る
よ

う
要
請

し
た

の
で
あ

る
。

も

ち

ろ
ん
、
バ

イ

エ
ル
ソ
政

府

の
以

上

の
よ
う
な

反
抗

的
態

度

に
対

し

て
、

大
統

領

工
ー

ベ

ル
ト

は
、
ザ

ク

セ

ソ
お

よ
び

チ

ュ
ー

リ

ソ
ゲ

ソ

に
対

す

る
と
同

様

に
、
第

四

八
条

第

一
項

も

し

く

は
第

二
項

に
も

と
つ

い
て
国
防

軍

の
派

遣

を

も
含

む
断

固

た

る
措
置

を

と

る

こ
と

は
で
き

た
。

が

、

そ

の
よ
う
な
事

態

は
生

じ

な

か

っ

た

の

で
あ

る
。

結

局
、

こ
の
第

二
次

バ

イ

エ
ル
ソ
紛

争

は
、先

の

エ
ー

ベ

ル
ト

の
要

請

に
も

と
つ

い
て
和

解

の
た

め

の
交
渉

が

行

な
わ

れ
、

(
10

)

八
月

二
四

日
、

バ

イ

エ
ル
ソ
政

府

が
七

月

二
四

日

の
命
令

を
廃

止
す

る

こ
と

に
よ

り

一
応

国
側

の
勝

利

と

し

て
終

結

し
た

の
で
あ

る
。

㈹

第

三
次
.ハ
イ

エ
ル

ソ
紛
争

以

上

の
よ

う

に
、
国
政

府

と
バ

イ

エ
ル
ソ
政

府

と

の
関
係

は
、
二

一
年

以
来

緊
張
状

態

に

は
あ

っ
た
が

決
定

的

な
対

立

に
発
展

す

る

ま

で
に

は
至

ら
な

か

っ
た
。

し

か

し
、

一
=
二
年

秋

に
な

る
と

ド

イ

ッ
全
体

の
状

況

の
緊

迫

化

に
伴

い
、
遂

に

決
定

的

な
対

立

に
発
展

す

る

こ
と

に
■な

っ
た

の
で
あ

る
。

一
=
二
年

に
入

る
と
ド

イ

ッ
は
破

局

的
危

機

に
直

面

す

る

こ
と

に
な

る
。

ま
ず

、

同

年

一
月

、
賠

償

不
履

行

を

理
由

に

フ
ラ

ソ

ス

・
ベ

ル
ギ

ー
軍

が

ル
ー

ル
地
方

を

占
領

す

る

と

い
う
事
件

が

発
生

し
た
。

こ
れ

に
対

し
て

ド

イ

ッ
政

府

は

ル
ー

ル
地
方

の
全

公
務

員

に
受

動

的
抵

抗

(℃
霧
㏄7
.。
～≦
号
「㏄
δ
巳

)
を
呼
掛

け

る

と

と

も

に
、

占
領

軍

に
対

す

る

一
切

の
協
力
行
蓼

禁
止
す

る
措
置
を
と

っ
た

の
で
臥
魏
・

こ
の
よ
う
隼

態

に
加
え
て
ド
イ

ッ
に
破
局
的
混
乱
を
も
た
ら
し
た

の
は
、

イ
ソ

フ

レ
ー

シ

ョ
ソ

の
驚

異

的

な
進
行

で
あ

っ
た
。

戦

後

の
ド

イ

ッ
経

済

は
、

敗
戦

・
革

命

と

い
う
状

況

の
中

で
慢
性

イ

ソ

フ

レ
の
傾

向

を
示

し

て

い
た
が
、

二

三
年

に
入

る
と
、

こ

の
傾

向

は
加
速

度

的

に
進

行

し
、

こ

の
年

の
夏

の
ド

ル
相

場

は

一
ド

ル
ー1

一
〇
億

マ
ル

ク
と

い
う

天
文

学
的

数
字

を
示

す

こ
と

に
な

り
、

ド

イ

ッ
の
通
貨
体

制

は
崩

壊

の
危

機

に
頻

す

る

こ
と

に
な

っ
た
。

こ
の
結

果
、
中

産

諸
階

層

、
と

り

わ
け
賃

金

労
働

者

の
生

活
水

準

は
急

速

に
低

下

し
、
左

右

両
翼

の
動

き

は

一
段

と
激

し
さ

を
増
す

こ
と

に
な

っ
た

の
で
あ

る
。

こ
の
よ

う
な
状
況

の
下

に
政
府

(首
相
は
入
民
党
シ
ー

壱

マ(甥
い
は
・
九
月

二
育

・
事
磐

収
拾
す
る
た
め
、

ル
ル

地
方

に
お
け
る
受
動

的
抵
抗
を
停
止

し
、

フ
ラ
ソ
ス
と
の
交
渉

に
よ
る
和
解

へ
と
政
策
を
転
換
す

る
に
い
た

っ
た
。
が
、

こ
の
政
策
転
換

は
右
翼
陣
営

に
激
し

44(146)



憲 法 破 殿(Verfassungsdurchbrechung)の 概 念

い
憤

激

を
呼

び
起

こ
す

こ
と

に
な

り
、

と

り
わ

け
バ

イ

エ

ル

ソ

で

は
、

新
民

族

主

義
政

党

た

る

ナ

チ

ス
党

(Z
旬
榊δ
コ
巴
。。。
餓
巴
葺

ぢ
。
ぽ

(
13

)

o
。
9
。。
。冨

〉
「9
凶↓豊
冨
答
。
陣)

を
中

心

に
激

し

い
抗

議

行
動

が

発

生
す

る

こ
と

に
な

っ
た

の
で
あ

る
。

こ

の
た

め

シ

ュ
ト

レ
ー

ゼ

マ
ソ
政

府

は
、

同

日
直

ち

に
非
常

措

置
権

を
発
動

し
ド

イ

ッ
全

土

に
非

常

事
態

を
宣
言

す

る
と
と

も

に
、

基

本
権

を
停

止
し
執

行
権

を
国
防

大
臣

(
14

)

ゲ

ス

ラ

ー

(
o
。
ζ。
ζ

)

に
委

譲

す

る
措

置

を

と

っ
た

。

こ

れ

に
対

し

て
、

バ

イ

ェ

ル

ソ
政

府

も

同

日

ラ

ソ

ト

政

府

の
非

常

措

置

権

を

発

動

し
、

パ

イ

エ
ル

ソ

に
非

常

事

態

を

宣

言

す

る

と

と

も

に
、

前

酋

相

力

ー

ル

を

バ

イ

エ

ル

ソ

国

家

統

監

((
}O
瓢
O
『
卸
囲り噴
什帥
麟
砕
匂o
】〈
O
ゴコ
ヨ
一紛
罰
,
「
)
に
任

(
15

)

命
し
、
彼

に
ラ
ソ
ト
執
行
権
を
委
譲
す
る
措
置
を
と

っ
た
の
で
あ

る
。

こ
の
結
果
、
バ
イ

エ
ル
ソ
に
は
二
重

の
非
常
事
態
が
競
合
す
る
と

い
う
不
明
瞭
な
法
状
態
が
発
生
し
、
国
政
府
と
パ

イ

エ
ル
ソ
政
府
と

の
関
係

は
再

び
緊

迫

の
度
を
加
え
る

こ
と

に
な

っ
た
。

こ
の
よ
う
な

状
況

の
下
で
、
バ

イ

ェ
ル
ソ
国
家
統
監

力
ー
ル
は
、

ナ
チ
ス
を
中
心
と
す
る
右
翼
諸
団
体

に
ょ
る
共
和
国
政
府
打
倒

の
活
動
を
放
置
す
る

一
方
、
社
会
民
主
党

お
よ
び
共
産
党

の
軍
事
組
織

の
解
散
と
武
器

の
没
収

を
命
ず

る
と
と
も

に
、
バ
イ

エ
ル
ソ
に
お
け
る
共
和
国
保
護
法

(
16

)

の
効

力

を

再

び

停

止

す

る

措

置

を

と

っ
た

の

で

あ

る
。

こ

の

た

め
、

バ

イ

エ

ル

ソ
政

府

に
右

翼

活

動

取

締

り

の
意

思

な

し

と
判

断

し

た

国

防

大

臣

ゲ

ス

ラ

ー

は
、

直

接

、

ナ

チ

ス
党

機

関

紙

フ

ェ
ル

キ

ッ

シ

ェ

・
ベ

オ
パ

ハ
タ

ー

(
ノ㍉α
一オ
一算
6
プ
O

じd
O
O
げ
蝕
O
ゲ
酔O
噌
)

の
発

行

お

よ

び

販

売

禁

止

を

命

令

し

、

国

防

軍

第

七

軍

団

司

令

官

ロ

ッ

ソ

ー
将

軍

(
(}
O
ゴ
[O
『
"
一
く
。
【
㌧O
コリ
u摩O
～く
)

に

そ

の
執

行

を

命

じ

た

。

し

か

し
、

ロ

ッ
ソ
i

(
17

)

将

軍
が

こ
れ

を
拒

否

し

た
た

め
、

国
防

軍
参

謀
総

長

ゼ

ー

ク
ト

は
、

ロ

ヅ
ソ
ー
宛

に
書

翰

を

送

り
辞

任

を

要
請

し
た
が
、

こ
れ
も
拒

否

さ

れ

た

の
み
な

ら
ず

、
逆

に
バ

イ

エ
ル
ソ
政
府

は
、

第

七

軍
団

司
令

宮

の
解

任

に
は
パ

イ

エ
ル

ソ
政
府

の
同

意

を
要
す

る
旨

主
張

し

て
き

た

(
18

)

の

で

あ

る

。

バ

イ

エ
ル

ソ
政

府

の

こ

の

よ

う

な

強

硬

な

態

度

に
対

し

て
、

大

統

領

工
ー

ベ

ル

ト

お

よ

び

酋

相

シ

ュ
ト

レ
ー

ゼ

マ
ソ

は

当

時

の
不

穏

な

状

勢

(
と
り
わ
け
前
述

し
た
ザ

ク

セ
ン
お

よ
び

チ

ュ
ー
-ー

ン
ゲ

ン
ニ
フ
ン
ト

に
お
け

る
左
翼

政
権

の
誕
生
)
か

ら

、

さ

ら

に

は
、

国

防

軍

の
忠

誠

心

に

(
19

)

対
す

る
疑
念

か
ら
、

ラ
イ

ヒ
強
制
も
し
く

は
非
常
措
置
権

に
訴

え
る
こ
と
が

で
き
ず
、
再
び
交
渉

に
よ
る
和
解

の
道
を
選
択
す

る
こ
と

に

(147)45



な

ウ
た
σ

し

か
し
、

交

渉

は
決

裂

し
、

の
み
な

ら
ず
バ

イ

ェ
ル

ソ
政
府

は
ゲ

ス
ラ
ー

へ
の
服

従

を
拒

否
す

る

に

い
た

っ
た
た

め
、

遂

に

一

(
20

)

○
月

二
〇

日
、

ゲ

ス
ラ
ー

は
軍

司

令
官

ロ

ヅ
ソ
ー
を
解

任

す

る

に
い
た

っ
た
。

こ
れ

に
対

し

て
バ

イ

ェ
ル

ソ
国
家
統

監

力
ー

ル
は
、

ロ

ッ

ソ

ー
を
バ

イ

エ
ル
ソ
ラ

ソ
ト
司
令

官

(げ
趙

9

ω。
冨

ピ
。・
鼠

。
ωざ

ヨ
ヨ
嘗

o
p
三
)
に
任
命

す

る
と
と

も

に
、
国

防
軍

第

七
軍

団

に
バ

イ

エ
ル
ソ

(
21

)

政
府

へ
の
忠

誠

を
誓

わ
せ

る
と

い
う
対

抗

措

置

を
と

っ
た

た

め
、

国
政

府

は
バ

イ

エ
ル
ソ

に
対

す

る
軍
事

的
優

越
性

を
喪
失

し
、

こ
れ

以

後

し
ば

ら

く

の
間
、

書
翰

に
よ

る
説
得

を
繰

返

す
以

外

な
す

す

べ
を

失

う

こ
と

に
な

っ
た

の

で
あ

る
。

バ

イ

エ
ル

ソ
の
首

都

ミ

ュ
ソ

ヘ
ソ

で

ナ

チ

ス
に
よ

る

一
揆

(、・、
ユ
ン

ヘ
ン

一
揆
)
が

発
生

し

た

の
は
、

こ
の
よ
う

な
状

況

に
お

い
て
で
あ

っ
た
。

=

月

八

日
夕

刻
、

ナ
チ

ス
党

党
首

ヒ

ッ
ト
ラ

ー

(〉
.
=
一こ
。目
)
は
突

如

行
動

を
起

し
、

ミ

ュ
ソ

ヘ
ソ

の
ビ

ア
ホ
ー

ル
で
国

民
革

命

を

宣
言

す

る
と

と
も

に
、
自

ら
国

の
最
高

指
導

権

を
掌

握

す

る
旨
宣

言

し

た

の
で
あ

る
。

し

か
し
、

こ

の
時
期

尚
早

の
反
革

命

は
、
右

翼

陣

営

内
部

の
不
統

]
と

国
政

府

の
迅

速

な
対

抗
措

置

に
よ

り
僅

か

一
日

で
失

敗

す

る

こ
と

に
な

っ
た
。
大

統
領

工
ー

ベ

ル

ト
は
、

八

日
夜

直

ち

に
非
常

措

置
権

を
発
動

し
、

軍

の
最

高

指
揮

権

お
よ

び
執

行

権

を
国
防

軍

参

謀
総

長

ゼ

ー

ク
ト

に
移
譲

す

る
措
置

を

と

り
、

こ
れ

に
も

と
つ

い
て
ゼ

ー

ク
ト

は
、

翌

九

日
、
全

軍

に
布

告

を

発

し
、

国

お
よ
び

ラ

ソ
ト

の
秩

序

に
対

す

る

い
か
な

る
不

法

な
侵
害

を
も
断
固

排

除

(
22

)

す

る
旨

宣

言

し
た

の
で
あ

る
。

事

態

の

こ
の
よ
う

な
推

移

の
申

で
、

ヒ

ッ
ト
ラ

ー

の
強

制

の
下

に

一
時

協

力

を
約

し

た

カ
ー

ル
と

ロ

ヅ
ソ

ー

は
、
即

座

に

一
揆

反
対

に
転

じ
、

九

日
、
陸

軍

省

の
占
拠

を
目
ざ

し

て
行

進

す

る

ナ

チ

ス
に
対

し

て
、

国
防

軍

と
警

察

を
派

遣

し
て

こ

(
23

)

れ
を
鎮
圧
し
た
の
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
、

こ
れ
を
機

に
第

三
次
バ

イ

エ
ル
ソ
紛
争
も
急
速

に
和
解

に
よ
る
解
決

に
向

う
こ
と
に
な
り
、
翌

二
四
年
四
月
、
バ
イ

エ
ル
ン
政
府
が
共
和
国
保
護
法

の
効
力
を
停
止
し
た
命
令
を
廃
止
す
る
こ
と

に
よ
り
、
三
年
余

に
渡
る
紛
争

は
最
終

(
24

)

的

に
終

了
す

る

こ
と

に
な

っ
た

の
で
あ

る
。

　
1

)

下
0

以

上
の

叙

述
に
つ

し・

て

は
、

A

・
ロ
ー

ゼ

ン

ベ

ル
ク

・
前

掲

訳

書
、

六

七

頁

、
八

三

頁

以

下
。

篠

原

一

・
前

掲

書
、

四

二
頁

以

下

、
=

二
〇

頁

以

46(148)
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(
2

)

閣

・
尉

.
鑓

謂
び
ゆ
ぴ

騨
』

・
O

二

の
』

O
Q。

.

(
3

)

量

鳥
二

ω
』

戯
。。
.

(
4
)

命

令

の
全

文

に

つ
い

て

は
、

一
び
置
こ

ω
.
トこ
お

邑

(
5
)

摩

置
二

Qっ
.
N
㎝
9

山

田

晟

・
前

掲

書

、

一

一
〇

頁
。

な

お
、

こ

の
命

令

は
、

そ

の
後

左

翼

に
対

し

て
適

用

さ

れ

た

た

め

強

い
批

判

を
受

け

る

こ

と

に
な

り
、

こ

の
た

め
、

国
会

は
、

二

一
年

ご

一
月

一
六

日

に
第

四

八
条

第

三
項

に

し

た

が

っ
て

こ

の
命

令

の
廃

止

を

求

め

る
議

決

を

行

な

い

(蔑

は
社
食

主
党
、
独
立
社
会
民
主
党
、
共
産
党
、
そ
れ
に
倉

ゑ

み

泌
禁

駅

露

麺

捻

の
四
党
か
ら
な
る
×

こ
れ
に
し

た

が

っ

て
同

命

ム71
は

一
二
月

二

三

日

の
大

統

領

命

令

に

よ

っ
て
麗

止

さ

れ

た

(剛
σ
一ニ

ニ

ω
咀
N
㎝
O
)
。

こ
れ

は
、

ワ

イ

マ
ー

ル
期

を

通

じ

て
大

統

領

命

令

が
第

四

八

条

第

三
項

の
国

会

の
議

決

に

よ

っ
て
廃

止

さ

れ

た
数

少

な

い
例

の

一
つ

で

あ

る

(
全

部

で

二
度

廃

止

さ

れ

た

に
す

ぎ

な

い
。

他

の

一
回

は
、

三
〇

年

七

月

一
八

日

に
生

じ

た
。

O
ト

.切
o
ω
ω
詳
o
ぴ
卸
.空
O
二
℃
.⑪
⑤
)
。

(
6
)

閏
・
閃
・
国
二
げ
①
5

麟
』

.
○
二

Qo
』

㎝
ω
腰
二

つ

の
命

令

お

よ
び

共

和

国
保

護

法

の
全

文

に

つ

い

て

は

、
℃
c
o
息

。。
0
7
晶
{⑦
h
陣
o
ぴ

P

簿

○
こ

ω
」

トこ
h
・

(
7
)

山

田
晟

・
前

掲

書

、

二

〇

頁

参

照

。

(
8
)

国
.
戸

踏
昌

睾

餌
・
P

O
こ

ω
・
卜。
紹

{
・

(
9
)

憲

O
二

Q。
・
卜。
8

■

(
10

)

一
σ
箆

こ

もり
.
鱒
切
亀

二

山

田

晟

・
前

掲

書

、

一

一

一
頁

以

下

。

(
11

)

一
⊆

α
こ

Q自
・
トの
刈
S

(
12

)

シ

ュ

ト

レ

ー

ゼ

マ

ン

政

府

は

、

人

民

党

、

中

央

党

、

民

主

党

、

社

会

民

主

党

か

ら

な

る

連

立

政

権

で

、

と

り

わ

け

社

会

民

主

党

は

、

内

相

ゾ

ル

マ

ン

(
≦

・
ω
o
鵠
鳶

黛ρ
嶺
昌
)
、

蔵

相

ヒ

ル

フ

ァ

ー

デ

ィ

ン

グ

(
剛押

}
圃
帥
竃
o
H
二
ぎ

『q
)
、

法

相

ラ

ー

ト

ブ

ル

ッ

フ

(
O

・
需

船
二
σ
「
⊆
ユ

じ

そ

れ

に

副

首

相

シ

ユ

ミ

ッ

ト

(
閑

・
oり
O
ず
8

幽O
侍
)

を

占

め

、

政

府

の

実

質

的

指

導

権

を

握

っ

て

い

た

。

参

照

、

A

・

ロ

ー

ゼ

ン

ベ

ル

ク

・
前

掲

訳

書

、

一

六

九

頁

。

(
13

)

甥

寓

・
≦

舞

煮

塁

"

節
り
P

O

こ

℃
.
ω
Q。
↑

(
14

)

閏
・
幻

.
頃

¢
σ
Φ
「
↓

勲

卑

○

二

ω
・
bQ
QQ
9

(
15

)

寧

蒼

二

Q。
も。
甲
8

ご

。。
o
曾

男

竃

.
芝

碧

鉱

鄭
9

℃
b

㊤
.

(
16

)

即

閉

.
=

口
σ
興

賢
帥
』

曹
O

　

ω
.
ω
O
縣
・

(
17

)

岡
ぴ
一
島
二

しり
層
ω
O
㎝
.
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(
18

)

剛
σ
δ

こ

Gっ
GQ
.
QQ
O
ピ

ω
O
Q◎
h
・

(
19

)

<

ゆq
一
淘

」

1
一
ン

<
p
舞

ぢ

。。
'

p
●
P

O
こ

マ

お

・

(
20

)

即

即

鵠

二
σ
¢
ぴ

螢
麺

・
○
こ

ω
.
ω
O
いこ
・

(
21

)

一
σ
鉱

二

ω
・
ω
一
曾

明
・
竃

ン

<
p
鱒

冒

ψ

P

9

0

二

℃

ホ

・

(
22

)

H
σ
乙

こ

ω
.
ω
ω
ρ

(
%

)

ナ

チ

ス
党

は
、

共

和

国

保

護

法

に
も

と

つ

い

て

二
三

年

秋

峯

、
に
は

大

多

数

の

ラ

ン

上

、
斐

。
法

化

さ

れ

て

い

た

が
、
バ
イ

ェ

ル

ン
で

は

、
=

月

九

日
、

共

産

党

と

と
も

に
非

合

法

化

さ

れ

る

こ

と

に
な

っ
た

(
閏
U。
閑
・
甲{
=
σ
α
畦
讐
節
'螢
.O
こ

の
・
ω
ω
①
)
。

な

お
、

こ
れ

ら

の
政

党

禁

止

措

置

は
、

状

況

が
安

定

し

た

二

四

年

七

月

二

六

日

に
国

会

の
議

決

に
よ

り

解

除

さ

れ

る

(<
ケq
一
.
崔

三

二

しっ
・
ω
①
刈
)
。

(
24
)

一
三
山
こ

しQ
.
卜o
膳
Φ
h
∴

な

お
、

両

者

の
関

係

の

改

善

は
、

以

上

の
他

、

二
三

年

一

一
月

に

国

政

府

と

し

て
社

会

民

主

党

を
排

除

し

た
ブ

ル
ジ

ョ
ア

右

派

政

府

が
成

立

し

た

こ
と

に
も

よ

る
。

48(150)

三

小

結

び

以
上
、

ワ
イ

マ
ー

ル
初

期

に
お
け
る
非
常
措
置
権

の
運
用
を
、
政
治
的
領
域

に

つ
い
て
概
観
し
て
き
た
が
、
そ

こ
に
は
次

の
三

つ
の
特

徴

を
見
る
こ
と
が

で
き

る
。

第

一
の
特
徴

は
、
非
常
措
置
権
が
拡
張
的

に
運
用
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
前
述

し
た
よ
う

に
、

こ
の
権
限

は
、
成
立
時

に
は
、
事
実
的

性
質

の
警
察
措
置

に
限
定
さ
れ
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
後

の
現
実

の
運
用

に
お
い
て
、
経
済
的
領
域

に
ま
で
拡
張
さ
れ

る
と
と

も
総

制
定
さ
れ
た
命
令

の
全
て
に
法
律
的
効
力
が
与
え
ら
れ
る
こ
と

に
な

っ
た
.

こ
の
結
果
第

四
八
条

の
非
常
措
置
権
は
、

ワ
イ

了

 ル
初
期

に
お

い
て
既

に
、
デ

ル
ブ

リ

ュ
ヅ
ク
議
員
が
主
張
し
た
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
法
規
命
令
を
制
定
し
う
る
緊
急
命
令
制
定
権

に
実
質
上

変
質

し
て

い
た
と
い
え
る
。
さ
ら

に
、
非
常
措
置
権

の
拡
張
的
運
用

は
、
憲
法
上
認
め
ら
れ

た
七

つ
の
基
本
権
規
定
以
外

の
多
数

の
憲
法

規
定

の
侵
犯

に
も
見

る
こ
と
が

で
き
る
。

た
と
え
ば
、
非
常
措
置
権

の
発
動

に
付
随

し
て
と
ら
れ
た
執
行
権
委
譲

の
措
置

は
、
統
治
制
度

に
関
す

る
多
数

の
憲
法
規
定
を
侵
犯
す

る
こ
と

に
な
り
、

ま
た
、

ラ
ソ
ト
に
対
す

る
措
置

は
、

ラ
ソ
ト
側

か
ら

の
抗
議

に
見
ら
れ

る
よ
う



憲 法 破 殿(Verfassungsdurchbrechung)の 概 念

に
、
国
ξ

フ
ソ
ト
の
間

の
廣

配
分
に
関
す
る
撰

規
定

(第
五
条
以
下
)

を
侵
犯
す
る
こ
と
に
な

っ
た
・

こ
の
ほ
か
・

特
別
裁
判
所

の

禁
止
お
よ
び
法
律

の
定

め
る
裁
判
官

の
裁
判

を
受
け
る
権
利
を
定

め
る
篁

〇

五
条
、
裁
判
官

の
独
妾

定

め
る
篁

。

二
条

国
会

お

よ
び
一フ
ソ
ト
議
会
議
員

の
不
逮
捕
援

を
定

め
る
第
三
七
条
、
公
費

の
既
得
権

お
よ
び
身
分
保
障
を
定

め
る
篁

一
王

条

営
業

の
自

由
を
定

め
る
篁

五

黍

ど
、
多
数

の
撰

規
定
が
侵
犯
さ
れ
る
こ
と
に
な

竜

そ
し
て
・
非
審

羅

の
こ
の
よ
う
な
拡
張
的
運

用

は
、
第

二
節

で
紹

介

す

る
よ
う

に
学
説

に
よ
る
激

し

い
論

議

を
呼

び
起
す

こ
と

に
な

っ
た

の
で
あ

る
。

箋

の
特
懲

、

し
ば
し
ば
指
摘
し
た
よ
・つ
に
、
非
常
護

察

、
政
治
的

覧

て
著
し
く
不
均
衡

鐘

用
さ
れ
た

こ
と
で
あ
る
・
左

翼

に
対
し
て
は
、
迅
速

か
っ
積
極
的

に
、

の
み
な
ら
ず
、
予
防
的

に
す
ら
行
使
さ
れ
、
そ

の
結
果
恐
る
ぺ
き
威
力
を
葎

し
た

の
に
対
し

て
、
壷

に
よ
る
重
大
奮

法
侵
犯

に
対
し

て
は
、
全
体
と
し
て
控
旨

に
行
使
嚢

た

と
ど
ま

り
、

こ
の
結
果

ワ
イ

下

ル
初
期

に
お
け

る
非
常
謹

権

の
運
用

は
、
全
体

と
し
差

翼
運
動
弾
圧

の
武
器
と
し
て
機
能

し
た

と
ま
で
い
い
う

る
程
右
よ
り

の
色
彩

を
滞
び

る
、、
と
に
な

っ
た

の
で
あ
る
。

.あ

よ
う
な
政
治
的

采

均
衡

な
運
用

は
、
運
用
を
担
当
し
た
当
時

の
国
家
権
力

の
性
格

(
三

年
五
月
の

フ
ェ
ー
レ
ン
バ
ッ
ハ

(
閃
6
ゴ
一Φ
鵠
ぴ
笛
6
ゴ
)
畠

以
後
、
首
相
の
地
位
は
輿

党
、
人
民
党
等

の
ブ

ル
ジ
・
ア
贅

に
移
る
)
・
と
り
わ
け
国

防

軍

窪

格
、
さ
ら

に
は
先

髪

察

し
た
よ
・つ
に
、
非
常
謹

禦

、
葉

的

に
社
会
主
叢

命

に
対
す
る
穰

意
識

か
ら
そ
れ
を
防
止
す

る
手
段

と
し

て
生
み
出
さ
れ

た
も

の
で
あ
る
と

い
う
事
情

か
ら
す
れ
ば
、

い
わ
ば
当
然

の
成
行

き
で
あ

っ
た
と

い
え

る
・

い
ず
れ

に
せ
よ
大
統
領

㌶

審

羅

は
、
以
上
の
よ
う
蓮

用
に
よ
り
、
確
か
に

芳

で
は
ワ
イ
ア

憲

法
秩
序
の
存
続
に
毒

し
た
面
も
な
く

は
な

い

が
、
同
時
に
他
方
で
、
危
鐙

服
後
の
こ
四
年
初
め
に
お
け
る
共
和
国
努

馨

の
全
体
と
し
て
の
右
傾
化

と
い
う
ワ
イ
ア

ル
憲
法
秩

序

の
存

立
を
脅

か
す
政
治
状
況

の
創
出

に
決
定
的
な
役
割
を
果
し
た
の
で
あ

る
。

わ

第

三
の
特
徴

は
、
以
上

の
よ
う
な
非
常
謹

権

の
運
用

に
対

し
て
、
当
時
様

々
な
方
面

か
ら
強

い
批
判
が
生
じ
た

こ
と
で
あ

る
・

た
と

幡

え
ば
、
後
述
す

る
学
説
上

の
批
判

や
、
先

に
紹
介

し
た
軍
婆

議

に
対
す

る
批
判
、

二
三
年
秋

の
ザ

ク
セ
ソ
お
よ
び

チ

ュ
ー
リ

ソ
ゲ

γ
に

綿



対
す

る
謹

に
抗
議

し
て
社
会
民
主
党
閣
肇

辞
任

し
た
事
例

の
ほ
か
、

三

年
秋
、
当
時

の
有
力
紙

フ
一フ
ソ
ク
フ
ル
タ
ー

.
ッ
ァ
イ
ト

5。

雛

藤
馨

継
黙

懇
難

卸ボ鰭
離
馨

雛

綴賢
纏
醗慰

爾

な
さ
れ
た
こ
と
な
ど

は
・
当
時
非
常

措
置
権

の
運
擢

対

し
て
社
会
民
主
党
を
中
心

に
か
な
り
強

い
批
判
が
存
在

し
た
.」
と
を
示
し
て
い

る
・

も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
批
判

は
・
先

霜

摘

し
た
よ
う
蓮

用

の
基
本
的
傾
向
を
変

え
る
.」
と
は
で
き
な
か

っ
た
が
、

に
も
か
か
わ
ら

ず
・
非
常
措
羅

の
濫
用
を
防
止
す
る
機
能
を
或

る
程
度
果

し
た
こ
と
は
否
定

で
き
な

い
.

の
み
な
ら
ず
、

こ
れ
ら

の
批
判

覧

ら
れ
る

よ
う
な
復

元
力
が
当
時
存
在

し
て

い
た
こ
と

こ
そ
、

ワ
イ

了

ル
末
期

の
大
統

領
嚢

の
場
合

と
決
定
的

に
相
違
す

る
占
州で
あ

っ
た
。

以
上

の
よ
う
な
特
徴
を
も

っ
た
非
常
謹

権

お
よ
び
授
権
法

に
も
と
つ
く
独
裁
的
統
治

に
よ
り
、
と
も
か
く
も
初
期

の
危
機
を
克
服

し

た
共
和
国
は
・

二
四
年
以
隆

い
わ
ゆ
る
相
対
的
安
定
期
を
迎

え
る
こ
と

に
な
り
、

こ
の
状
況

の
安
定
と
と
も

に
、
学
界
を
中
心

罪

常

謹

権

ξ

い
て
・
そ

の
性
格
、
権
限
藷

、
さ
ら
に
籍

置

の
効
力
等
を
中
心

に
活
発
な
論
議
が
展
開
さ
れ
る
こ
と

に
な

っ
た
.

そ
し

て
・

こ
の
論
議

の
中

で
・
非
常
謹

権

に
よ
る
憲
法
侵
犯
を
弁
証
す
る
ボ

レ
ー

ミ

・
シ

ュ
姦

念
と
し
て
、
憲
法
肇

の
概
念
が
形
成
さ

れ

た

の
で
あ

る
。

(
、
)

非

常
甕

権

の
経
済
領
域

へ
の
拡
張

的
運
用

は
、

一
九

三

至

c
月

三

百

の
外
資

に
ト
"
る
投
機

の
規

制

に
學

る
ム叩
令

に
始

ま
る

(6
.
ビ
.

犀
露

蚤

罫

ρ

ら

』

)
。

政
府

は
、

こ
の
拡

張

に
さ

い
し
て
、
第

四

八
条

第

二
項

の

「
公
共

の
塞

と
秩
序

に
対

す

る
重
大

薩

害
」

に

は
経
済
的
混
乱
も

含
ま
れ

る
と

い
う
解
釈
を

と
り

(窪

二

℃
』

)
、

こ
の
解
釈

は
国
会

で
も

学
説
お

よ
び

判

例
で
も

承

認
さ
れ

る
.」
と
に
馨

(
塗

ユ
も

・
轟

o
.
〉
舅

藝

N
"
器

・
o
・

ω
ω
』

刈
。。
,悼
。。
。。
)
。

(
2

)

<

σq
一
.
ρ

ピ

.
口

o
鴇

騨
①
び

P

讐

O

こ

℃
・
①
㊤
・

(
3
)

を

え
ば

。
シ
字

は
、

非
常
謹

権

の
初
期

に
お
け

る
運
用

に

つ
い
て
、

濫

用

の
嫌

い
を
認

め

つ
つ
も
、

に
も
か
か
わ

ら
ず
全
体

と
し
て
見

れ
ば

ワ
イ

了

ル
憲
法
秩

序

の
保
障

と
確
立

に
貢
献

し

た
と
す

る

(。
.
ピ
』

・
ω
ω
翼

罫

ρ

・
弔

ω
・.
と

。

.あ

問
題

の
評
価

は
、

仮
定
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へ
5

の
問
題
喜

む
が
故

に
極

め
て
難

し

い
が
、

た
だ
、

ワ
イ

7

ル
査

に
お
け
る
大
統
領

独
裁

の
基
盤

を
形
成
し
た

こ
と
・

の
み
な
ら
ず

ワ
イ

マ
ー

ル
憲
法
秩
序

を
支

え

叢

大

の
社
会
勢

力

た
る
労
働

者
階
級

の
力

の
低
下

に
重

藝

役
割

を
果

し
た
か
ぎ

で
・

む
し
ろ

ワ
イ

7

ル

憲

法
秩
序

の
崩
壊

に
寄
与

し
た
側
面
を
軽

視
し

て
は
な
ら
な

い
だ

ろ
う
。

な
お
、

こ
の
問
題

に

つ
い
て
は
後

に
検
討

す
る
・

(
4
)

A

.
ロ
↓

ン
ベ
ル
ク
は
、

「
あ
ら

ゆ
る
塁

的
勢

力
は
粉
砕
さ
れ
、

し

か
も

反
革

命

は
全

て

の
切
札
享

中

に
収

め

て
い

"£

状
況
・

裏

現
す

る

(
前
掲
訳
書

一
一
八
頁
)
。

(
5
)

一㌔レ

戸
≦
轟

冨

舞

⇔

ら

騨
肇

(
6
)

第

四
八
養

三
項

に
も

と
づ
/
、
肇

提
羅

、

前
述

し

三̂

一
年

二
旦

六

日

の
ほ
か
度

窪

さ
れ

た
・

た
と
え
ば
・

二
。
年

二

旦

言

の
大

統
領
吏

p

(
ガ

ス

.
水

道

.
電
気
事

業

に
お

け
る

至

フ
イ
キ
制
限

を
内
容

と
す

る
。

舅

』

。
葺

舞

。
二

¢

卜・
&

に
対

す
る

二

。
年

二

月

　
吾

?

ユ
ー

フ
⊥

7
藝

巴

議

員

の
提

案
、
非
常
裁

判
所

の
讐

等

を
内
容

と
す

る

二
。
年
五
月

三
。
日

の
命
令

に
対
す

る

二

一
年

二
月

三

日

の
丁

司ア
ル
ホ

ル
ー

(・ξ

喜

)
議

員

お
よ
び

一
一月

二
習

の
-

r

了

醤

の
提

果

さ
ら

に
・

同
じ
く
非
常

裁

判
所

の
設
置

に
関
す

る

三

年

三
月

二
音

の
ム叩
令

に
対
す

る

T

デ

ル
ポ

ル
議

員

の
鐸

等

が
あ

る
(
℃
8

薯

臣

①
ぎ

髭

・
螢
・
9

ω
。・

一
切
争

一
姻
㎝
)
。

(
7
)

た

と
え
ば
、

独
立
社
会

民
主
党

コ
ー

ン
議
員

は
、

二
・
年

三
月

三
日
・

第
四

八
条

第

二
項

に
も

と
つ
く
非
籍

羅

は
事
実
的
性
質

の
嚢

措

置

に
限

定
さ
れ

る
べ
き

」
と
を
叢

し

た
が
、

司
法
大
臣

シ
フ

r

(
の

・
三

§

は
、

同
灘

に
ょ
り
襲

た

る
箋

的
性
質

の
行
政
謹

の

み
な
ら
ず

妾

謹

を
も

と
め
る

こ
と
が
で
寒

、

と
答

弁
し
た

(
閃

.
ρ

犀

§

塁

舞

P

。・
・
量

・

ま
た
・

社
会
塁

党

側

か
ら
・

非

常

謹

楚

も
と
つ
く
ム叩
ム
7
の
効
力
謂

を
三
ヶ
月

も

し
く
は
六

ヶ
月

に
制
限
し

よ
う

と
す

る
提
案

が
な
さ
れ
・
さ

ら

に
・

二

一
年

万

・
塁

党

シ
フ

ァ
議

是

よ
り
緊

藁

叩
令
制
定

権

へ
の
拡

張

を
防

止
す

る
た

め
、

国
会

の
委

塁

三

定

の
要
件

の
下

で
妾

権
を
量

る
提
黍

な

さ
れ

た
が

(
類
似

の
提
案

は

孟

年

三
月
政
府

に
よ

っ
て

も

な
さ
れ
る
)
、

い
ず

れ
も
実
現

し
な
か

っ
窪

蓬

二

。・
・
一
曼

こ
の
点

に

つ
い
て

は
な
お
後
述
す

る
。

(153)51


